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１ 第３期戸田市スポーツ推進計画の趣旨 

スポーツは、心身の健康を促し、世代を超えて人生をより豊かにし、また地域社会

の活力の醸成など、幅広い分野への効果が期待されるものです。 

スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）において、スポーツは「世界共通の人

類の文化」として位置づけられ、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むこと

は、全ての人々の権利であり、日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又は

スポーツを支える活動に参画することのできる機会が確保されなければならない。」

という、スポーツに関わる権利を保障する考えが示されています。 

戸田市においては、スポーツ基本法に基づき、令和３年（２０２１年）３月に『第

２期戸田市スポーツ推進計画（計画期間：令和３年度（２０２１年度）から令和７年

度（２０２５年度）まで）』を策定し、戸田市の地域資源である戸田ボートコースや

ローイング（ボート）競技をはじめとした水辺のスポーツを推進するとともに、誰も

がスポーツに参画できる環境づくりを目指してきたところです。 

一方、第２期戸田市スポーツ推進計画の計画期間においては、第３期スポーツ基本

計画（国）の策定やスポーツ基本法の改正、戸田市スポーツ推進条例（令和６年条例

第４号）の制定と、スポーツに係る社会背景の大きな変化等があったところです。 

このようなスポーツに係る社会背景の変化等に伴う新たな課題への対応や、第２期

戸田市スポーツ推進計画の進捗状況を踏まえ、これまでのスポーツ推進に係る取組を

継続しつつ、戸田ボートコースや彩湖・道満グリーンパークなどの施設資源、トップ

スポーツチーム、トップアスリートなどの人的資源をはじめとする戸田市独自の地域

資源を活かしたスポーツの推進などに取り組むため、第３期戸田市スポーツ推進計画

を策定します。 
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２ 第３期戸田市スポーツ推進計画の構成 

第１章 計画の概要 

 本計画の策定に当たり、スポーツを取り巻く社会背景や社会環境の変化、国や埼玉

県の動向を整理します。そして、戸田市の特徴や計画策定に関する基本的な考え方や

方向性を示します。 

 

第２章 戸田市における現状と課題 

 戸田市のスポーツ推進事業やスポーツ施設、スポーツ関連団体の概要について整理

し、第２期戸田市スポーツ推進計画の取組を振り返るとともに、令和６年度（2024

年度）に実施した「スポーツ・レクリエーション活動に関する意識調査」結果をもと

に、戸田市のスポーツに関する現状と課題を整理します。 

 

第３章 計画の基本的な考え方 

 第２章で整理した課題を踏まえ、第３期戸田市スポーツ推進計画の基本理念、基本

目標等を示します。 

 

第４章 計画の展開 

 第３章で示した基本理念や基本目標の実現に向けて、各基本目標を達成するための

取組及び具体的手法を示します。 

 

第５章 計画の推進体制と評価 

本計画を推進するための体制や進行管理・評価の方法について示します。 

 

３ 第３期戸田市スポーツ推進計画策定の背景 

第２期戸田市スポーツ推進計画の計画期間（令和３年度（２０２１年度）から令和

７年度（２０２５年度）まで）において、第３期スポーツ基本計画（国）の策定をは

じめ、次に掲げるスポーツに係る社会背景の変化等がありました。 

 

(1) 第３期スポーツ基本計画（国）の策定 

国においては、令和 4 年 3 月に「第 3 期スポーツ基本計画」が策定され、スポー

ツを通じた「多様な主体におけるスポーツの機会創出」、「スポーツによる健康増

進」、「スポーツによる地方創生・まちづくり」、「スポーツを通じた共生社会の実

現」等を総合的かつ計画的に取り組む施策として掲げ、スポーツの価値を高め、全て

の人々がスポーツの力を享受できる社会の実現を目指すこととしています。 
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地方公共団体に対しても、地域の実情に応じたスポーツ推進計画の策定・見直しを

求めています。 

 

 このような国の動向を踏まえ、本市においても、国の基本方針との整合性を図りな

がら、本市の地域特性や市民ニーズに対応した新たなスポーツ推進計画を策定するこ

とにより、市民一人ひとりがスポーツに親しみ、スポーツを通じて健康で豊かな生活

を送ることができる環境づくりを推進していく必要があります。 

 

(2) スポーツ基本法の改正 

平成２３年（２０１１年）に制定されたスポーツ基本法では、同法第１０条におい

て「都道府県及び市町村は、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に則した

スポーツの推進に関する計画を定めるよう努めるものとする。」と定められていま

す。 

制定から１４年が経過し、この間、スポーツを取り巻く社会環境が大きく変化した

ことを受け、令和７年にスポーツ基本法が改正されました。 

この法改正では、健康長寿社会や共生社会の実現、地域や経済の活性化、デジタル

化の中での人との豊かなつながりなど、スポーツを通じた社会課題の解決に期待が高

まっている現状に対応するとともに、スポーツ権の実質化を図り、ウェルビーイング

といった多様な国民一人一人の生きがい及び幸福の実現を図るための改正となってい

ます。 

本市においては、法に基づき引き続き、スポーツの推進に関する計画を定めること

とし、法改正の趣旨を踏まえ、市民一人ひとりがライフステージに応じてスポーツに

親しめる環境づくりを目指していきます。 

 

 

(3) 戸田市スポーツ推進条例の制定 

 スポーツの推進に関し、全ての市民が生涯にわたってスポーツに親しむことができ

るよう基本理念を定め、市民の心身の健全な発達と活力ある地域社会の実現を目的と

して、令和６年４月１日に戸田市スポーツ推進条例を制定しました。 

 同条例に基づき、市は、スポーツの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施

し、スポーツの推進に関する施策の効果検証及び評価を行うこととしていることか

ら、第３期戸田市スポーツ推進計画の策定に当たっては、戸田市スポーツ推進条例と

の整合を図る必要があります。 

(4) 地域特性を活かしたスポーツ推進に係る新たな取組 

 地域、ボート関係者及び行政の協働によるボートのまち戸田を盛り上げるための施

策の検討及び事業の実施により、ボートのまち戸田としてのイメージの定着、市民及
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び関係者の地域への愛着形成やローイング（ボート）競技に対する市民の関心度向上

を図り、戸田ボートコース等の地域資源を生かした本市独自のスポーツ、レクリエー

ション活動の促進及び地域活性化につなげるため、戸田市ボートのまちづくりコンソ

ーシアムを令和６年３月に設置しました。 

 地域資源である『本市を拠点とするトップリーグで活躍するスポーツチーム』 に

ついて、市民がトップレベルのスポーツに触れる機会やスポーツチーム・選手の地域

への愛着と競技レベルを高めるモチベーション向上を目的とし、市を挙げて応援する

スポーツチーム応援気運醸成事業を令和６年度から開始しました。 

 

４ 第３期戸田市スポーツ推進計画の位置づけ 

 本計画は、スポーツ基本法第 10 条第１項に基づき、戸田市の実情に即したスポー

ツ・レクリエーション活動の基本となる計画として策定します。 

 策定に当たり、国・県のスポーツ関連計画を参考としながら、令和５年に制定した

戸田市スポーツ推進条例を踏まえた計画とし、「戸田市第５次総合振興計画」をはじ

めとした戸田市で策定された各種事業計画と整合・連携を図ります。 
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５ 第３期戸田市スポーツ推進計画の計画期間 

令和８年度（２０２６年度）から令和１２年度（２０３０年度）までの５年間を計

画期間とします。ただし、国内外の動向や社会情勢の変化に対応し、適切な施策の推

進を図ることから、必要に応じて見直しを行います。 
 

６ 第３期戸田市スポーツ推進計画の策定体制 

 スポーツの推進に当たっては、幅広い関係者の協力を得ながら、地域の実情に応じ

た取組が求められています。 

そこで、学識経験者や関係機関の職員、スポーツ関連団体の代表者や市民などを委

員とする「戸田市スポーツ推進審議会」で審議しました。 

 戸田市スポーツ推進審議会は、スポーツ基本法第３１条に基づき設置しており、計

画の審議のほか、戸田市のスポーツの推進に関する重要事項について審議していま

す。 

 また、本計画の原案は、庁内関係部署の職員で構成された戸田市スポーツ推進計画

策定委員会において協議されたものです。 

 

  

計画策定の経緯 
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第 ２ 章 

戸田市における現状と課題 
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１ アンケート結果からみる戸田市の現状 

（１）調査の実施 

本計画の策定に当たっては、令和６年度（2024 年度）に市民のスポーツに対す

る意識やスポーツの実施状況、スポーツ推進に関する意見・要望などを把握するた

め、下記２区分による「スポーツ・レクリエーションに関する意識調査」を実施しま

した。 

 考察の一部においては、前回アンケート結果（令和元年（2019 年）実施）との

比較分析を行っています。 

 

①調査対象 

区分 対象者 

一般 

市民 

(2,400) 

戸田市民で１８歳以上の男女 2,400 人 

層化無作為抽出 

18～29 才、30～39 才、40～49 才、50～59 才、 

60～69 才、70 才以上の６階層の男女各 200 人 

※障がいのある方に対する項目も設けている。 

団体 

(238) 
学校開放施設使用登録団体 238 団体 

 

②調査方法 

 一般市民…書面または WEB、団体…WEB 

 

③調査期間 

 一般市民…令和６年９月２６日（木）～１０月２０日（日） 

団体…令和６年１１月１５日（金）～２２日（金） 

 

④集計結果  

区分 対象者 返送数 回収率 

一般 ２，４００ ７５６ ３１．５％ 

学校体育施設使用登録団体 ２３８ ７９ ３３．１％ 

合計 ２，６３８ ８３５ ３１．６％ 

 ※障害のある方の回答は１８名 

 

 

 



9 
 

（２）アンケート結果 

①一般市民 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【健康状態】 

 

【体力】                      【スポーツ歴】 

 

 

 

自身の健康状態と体力について 

【調査結果】 

〇８割以上の市民が、自身が「健康である」、「まあ健康である」（85.1％）と

感じていました。一方で、自身の体力に「自信がある」、「まあ自信がある」人

と回答した割合は５割弱であり、日常の運動量についても、７割以上の市民が

「不足している」と感じています。 

〇自身の健康感について、前回調査時（R1：86.3％）から大きな変化は見られま

せんでした。 

〇スポーツを１年以上行った・行っている回答者が８割を超えています。 
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【過去 1 年にスポーツを行ったか】        【この 1 年間で行ったスポーツ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在のスポーツ実施状況について 

【調査結果】 

〇全体回答者のうち、６割以上の回答者が１年以内にスポーツを行っており、種目

としては、ウォーキング、ランニング、トレーニングなどが多いです。 

〇スポーツを行っている回答者のうち、７割近くが週に１回以上行っており、前回

調査時（R1：32.2％）から大幅に増加しました。 

 平均時間としては、１回につき 30 分～２時間程度行うことが多いです。 

⇒第２期計画策定時の目標（60％）を達成しています。 

〇時間帯としては午前中が多い傾向にありますが、特に決まっていない回答者も 

２割近くいる状況です。 

〇公園・広場・道路や、市内公共施設、民間スポーツ施設で、ひとりでスポーツ 

を行う回答者が多い傾向が見られました。 

〇健康・体力づくり、運動不足の解消、気分転換・ストレス解消のためにスポー 

ツを行うと回答した割合が多い傾向でした。 

 一方で、スポーツを行わない理由として、忙しくて時間が無い、スポーツを行 

う機会がないと回答した割合が多い傾向でした。 
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【頻度】                        【平均時間】 

 

【スポーツを行う時間】                  【スポーツを誰と行うか】  

 

【主にスポーツを行う（行った）場所】           【スポーツを行う（行った）理由】 

 

【スポーツを行わなかった理由】 
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【過去１年間にスポーツイベントや教室に参加したか】  

 

【スポーツ団体、サークルへの所属について】      

 

 

 

 

 

 

【ボランティア活動の実施について】 

 

 

 

 

 

イベントやみる・支えるスポーツについて 

【調査結果】 

〇過去１年間にスポーツイベントや教室等に参加した市民は２割弱となり、競技団

体主催の大会や民間スポーツ施設が主催するイベントや教室、市民体育祭地区大

会、町会・自治会のスポーツイベントなどが多い傾向でした。 

〇スポーツ団体やサークルへの所属を希望する回答者は半数以下となっており、

「所属したいと思わない」と回答した割合が前回調査時（R1:38.6％）よりも多

い状況です。 

〇１年以内にスポーツに関するボランティア活動に参加した回答者は１割弱で、ボ

ランティア活動への参加を希望する回答者も半数以下でした。 

〇１年以内に観戦したスポーツとして、野球、サッカー、バレーボールなどが多

く、半数は動画などでの観戦でした。 
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【過去１年間に観戦したスポーツについて（動画視聴含む。）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本市の公共スポーツ施設数について】 

 

戸田市のスポーツ施設について 

【調査結果】 

〇市内の公共スポーツ施設について、２割強の回答者が「不足している」と感じて

います。施設としては、トレーニングルーム（24.1％）、プール（22.3％）、

体育館（16.3％）が挙げられています。 

〇施設を利用するうえでの要望として、施設設備の充実（24.3％）、駐車場の確

保（14.3％）、利用手続きの簡素化（14.1％）などを求める声が多いです。 



14 
 

【公共スポーツ施設に求めるもの】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市主催のボート、カヌー教室の認知度】   【彩湖または戸田ボートコースで 

ボートやカヌーに乗ったことはあるか】 

 

【戸田ボートコースで行われているボート大会の観戦経験】 【ローイング（ボート）競技への関心】 

 

 

 

 

 

【表８】ローイング（ボート）競技への関心 

戸田市の特徴的なスポーツについて（水辺のスポーツ） 

【調査結果】 

〇回答者の４割弱が市主催のボート、カヌー教室を知っていると回答しましたが、

実際にボートやカヌーに乗ったことがある回答者は１割以下でした。 

〇市内でボートの競技大会を観戦したことがある回答者は 2 割程度でした。 
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【今後やりたいスポーツ】                 【スポーツ推進に重要なこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後のスポーツニーズについて 

【調査結果】 

〇今後行いたいスポーツとしては、ウォーキング、水泳、トレーニングが多く挙げ

られました。 

〇戸田市のスポーツ推進において重要なこととして、スポーツ施設・設備の充実、

スポーツ教室やイベントの充実、こどもの体力向上に向けた取り組みが多く挙げ

られました。 
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【障がいのない人とのスポーツの機会】        【1 年以内の実施】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【障がい者スポーツを推進するために必要なこと】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

障がいのある方への調査 

【調査結果】 

〇１年以内に障がい者スポーツを行った回答者は１割程度となり、障がいのない人

とスポーツを行う機会について、８割弱が全くないと回答しています。 

〇障がい者スポーツの推進のためには、障がい者が利用しやすい施設の充実、障が

い者のためのスポーツ教室やイベントの充実、障がい者スポーツの指導者やボラ

ンティアの育成が必要と考える回答者が多い状況です。 
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②団体におけるスポーツ活動の状況 

 

 

 

 

 

 

 

【団体構成員の主な年齢区分】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【指導者の有無について】        【指導者の状況について】 

 

 

 

 

 

団体の構成員について 

指導者について 

【調査結果】 

構成員について 

〇小学生（39.2％）、50 歳代（30.4％）、40 歳代（13.9％）の順に多く、前

回調査時と比較して小学生の割合が微増していました。 

【調査結果】 

〇団体活動は「ほぼ毎日」（2.5％）、「週に３日以上」（15.2％）、「週に１～

２日」（54.4％）で、週に１日以上実施している団体が７割以上でした。 

〇主な活動場所は「市内・小中学校体育施設」（67.5％）、「市内公共スポーツ

施設」（21.1％）の順に多い状況でした。 

〇活動を続けるうえでの問題や課題について、「会員数の減少」（35.4％）、

「活動場所（施設）の確保」（26.8％）の順に多い状況であり、活動場所の確

保については前回調査結果より増加していました。 
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【団体活動の頻度】        【主な活動場所について】 

 

【活動状況について】        【十分に活動できない理由】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

団体活動の状況について 

【調査結果】 

構成員について 

〇団体活動は「ほぼ毎日」（2.5％）、「週に３日以上」（15.2％）、「週に１～

２日」（54.4％）で、週に１日以上実施している団体が７割以上でした。 

〇主な活動場所は「市内・小中学校体育施設」（67.5％）、「市内公共スポーツ

施設」（21.1％）の順に多い状況でした。 

〇活動を続けるうえでの問題や課題について、「会員数の減少」（35.4％）、

「活動場所（施設）の確保」（26.8％）の順に多い状況であり、活動場所の確

保については前回調査結果より増加していました。 
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２ スポーツに関する事業・スポーツ施設・スポーツ関連団体 

（１）スポーツに関する事業 

 戸田市のスポーツに関する実施事業やスポーツ関連団体等は次のとおりです。 

 

①教室・イベントの実施 

 戸田市がスポーツの普及を図るために実施している教室やイベントは、以下のとお

りです。 

 

令和 6 年度（2024 年度）戸田市実施イベント・教室 

名称 内容・会場 参加者 

市民ボート教室 

ボート体験教室、親子ボート

教室、ボート教室【初級・中

級】 

ボートの体験を通じ、健康増進とローイ

ング（ボート）競技の普及を図ります。 

【会場】戸田ボートコース 

350 人 

（延べ） 

カヌー教室 in 彩湖 カヌーを漕ぐ体験を行います。 

【会場】彩湖 

58 人（延べ） 

戸田マラソン大会 

 

全国から参加者を募り開催しています。

大会を通じて参加者の健康増進と親睦を

図り、コミュニティづくりに努めること

を目的としています。 

【会場】彩湖・道満グリーンパーク 

申込：3,974 人 

参加者：3,480 人 

市民体力テスト 体力の保持増進への関心を高め、スポー

ツ推進を図ります。毎年スポーツの日に

実施しています。 

【会場】戸田市スポーツセンター 

参加者：36 人 

戸田市スポーツセンター

スポーツ教室 

テニスや体操、武道など各種スポーツ競

技種目の教室を開催しているほか、市内

スポーツ関係団体と連携した事業を実施

しています。 

のべ参加者数 

22,796 人 

（全事業合計） 

スポーツフェスタ スポーツを始めるきっかけづくりを目的

として、定番スポーツやパラリンピッ

ク・デフリンピック競技など幅広いスポ

ーツ体験を行います。 

※戸田市スポーツセンター主催 

【会場】戸田市スポーツセンター 

参加者：433 人 
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②市内スポーツ関係団体の事業の支援 

毎年市内地域別６会場で実施している「市民体育祭地区大会」や競技種目別の「市

民体育祭競技大会」、「戸田市レクリエーション大会」など、市内の団体が開催する

事業の支援を行い、地域との交流を促進しています。 

 

③学校施設開放事業 

 戸田市教育委員会や各学校と連携し、利用登録をした市内スポーツ団体等がスポー

ツ活動をする場として、小中学校の校庭や体育館を平日夜間と休日に開放していま

す。 ※登録団体数 245 団体（令和 7 年度（2025 年度）現在） 

 

④スポーツで活躍する市民への支援（大会出場助成金の交付） 

国内外の全国大会等に出場する市民に対し、大会の規模に応じて助成金を交付して

います。 

 

⑤戸田市スポーツ賞の授与 

国際的なスポーツ大会における活躍を通じ、戸田市のスポーツ推進に貢献し、功績

が著しい個人又は団体に対して、栄誉を称えることを目的としています。 

 

年度 
令和 4 年度

（2022 年度） 

令和 5 年度

（2023 年度） 

令和 6 年度

（2024 年度） 

スポーツ栄誉賞 ０ 0 0 

スポーツ優秀賞 0 2 2 

スポーツ奨励賞 1 2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥市内開催スポーツ大会・イベントの後援 

市内で行われるスポーツ大会・イベント等の後援を行うほか、会場の確保などの支

援を行っています。 

  

受賞者の出場大会及び順位（令和 6 年度（2024 年度）） 

スポーツ優秀賞：第３３回オリンピック競技大会（２０２４／パリ・体操、 

女子サッカー）入賞、 

スポーツ奨励賞：第３３回オリンピック競技大会（２０２４／パリ・ローイング） 

出場、2023 World Triathlon Aquathlon Championships  

Ibiza U23 3 位、ICU Junior World cheerleading  

 位 市 賞 等 
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（２）戸田市におけるスポーツ施設 

戸田市には、戸田市スポーツセンターをはじめとする多くのスポーツ施設がありま

す。これらの施設は、市民がスポーツ・レクリエーション活動を行う場の中心となっ

ています。 

 

①戸田市スポーツセンター 

 市民のスポーツによる健康増進とスポーツを通じた新しいコミュニティの形成を目

的として開設されました。テニスコート、弓道場、陸上競技場、第１競技場、第２競

技場、柔道場、剣道場、卓球場、トレーニングルーム、屋内プールがあり、多くの市

民に利用されています。 

 

②彩湖・道満グリーンパーク 

 野球場、ソフトボール場、サッカー場、テニスコート、陸上競技場があり、個人の

利用のほか、全国大会などの大会会場としても利用されています。また、周辺はラン

ニングやサイクリング等で多くの人が利用している他、彩湖では水上スポーツも行わ

れています。 

  

③その他 

 中町テニスコートの他、公園施設である北部公園野球場、笹目公園野球場、新田公

園野球場、惣右衛門公園サッカー場・フットサル場があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

戸田市スポーツセンター 中町テニスコート 
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（３）戸田市におけるスポーツ関連団体 

 戸田市には、次のようなスポーツ関連団体があり、活動を通じて戸田市のスポーツ

推進に寄与しています。 

 

① 戸田市スポーツ協会 

 戸田市のスポーツ競技の普及振興・競技力の向上・市民の健康増進に寄与すること

を目的として、各種スポーツ事業や競技団体育成等の活動をしています。令和 7 年

度（2025 年度）現在、29 の競技団体が所属し、各種競技大会の開催や多様なスポ

ーツ活動を展開しています。 

 

② 戸田市レクリエーション協会 

 レクリエーション活動の普及・発展を図り、健康で豊かな市民生活の向上に寄与す

ることを目的として活動しています。各種目別大会の他、年に一度、加盟団体が一堂

に会する「戸田市レクリエーション大会」を開催しています。令和 7 年度（2025

年度）現在、11 の団体が活動しています。 

 

③ 戸田市スポーツ少年団 

 青少年のスポーツを通じた心身の健全な育成を図るための活動を行っており、令和

7 年度（2025 年度）現在、27 の団体が活動しています。 

 

④ 総合型地域スポーツクラブ 

学校体育施設や公共スポーツ施設等を拠点とし、多種目・多世代・多志向で構成

し、地域住民が主体となって運営する形態のスポーツクラブで、令和 7 年度

（2025 年度）現在、戸田市では２団体が活動しています。国の第２期スポーツ基

本計画では、「地域スポーツの担い手」の役割として、質的に充実させていくことが

掲げられています。 

 

⑤ 公益財団法人戸田市文化スポーツ財団 

 市民文化の向上と福祉の増進を図るとともに、市民のスポーツ及びレクリエーショ

ンの振興を図るために設立された団体です。文化・芸術及びスポーツの振興に関する

事業を行っており、令和 7 年度（2025 年度）現在、戸田市スポーツセンターの指

定管理者となっています。 
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⑥ 戸田市スポーツ推進委員 

 スポーツ基本法第 32 条に基づき委嘱している行政委員です。戸田市のスポーツ推

進のための事業の実施に係る連絡調整、市民へのスポーツに関する指導及び助言等の

活動を行っており、地域のスポーツ推進を担っています。令和 7 年度（2025 年

度）現在、戸田市では 12 名のスポーツ推進委員を委嘱しています。 

 

戸田市スポーツ推進委員の主な活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 戸田市スポーツ推進スタッフ 

地域住民のスポーツ・レクリエーションの芽を育て、スポーツ・レクリエーション

を通して市民の健康維持増進及び体力の向上を図るための推進役として、戸田市スポ

ーツ推進スタッフ設置要綱に基づき委嘱しています。戸田市及び戸田市スポーツ推進

委員の指導助言を得て、戸田市のスポーツ推進を担っており、令和 7 年度（2025

年度）現在、町会・自治会選出の 97 名が委嘱されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・戸田市や地域のスポーツ活動の運営 

（戸田マラソン大会、市民体力テス

ト、スポーツフェスタ、市民体育祭

等）、学校施設開放事業 

・スポーツの指導（モルック体験会

等） 

・『戸田市スポーツ推進委員だより』

の発行  

 
モルック体験会の様子 スポーツ推進委員だより 
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３ 第２期戸田市スポーツ推進計画の評価 

令和３年度（2021 年）から令和７年度（2025 年度）にかけて、以下に基づき

計画を進めてきました。 

第２期戸 田市ス ポー ツ推進計画 

基本理念 スポーツを楽しむ・ささえる・未来につなげる 戸田 

基本方針 

「誰もがスポーツに気軽に親しめる環境をつくり、 

『する』『みる』『ささえる』など、 

スポーツ参画人口を拡大し、 

スポーツの楽しさや素晴らしさを未来へとつなげていく」 

基本目標 

① スポーツと関わる機会を創出します 

② スポーツを「する」人たちを支援します 

③ スポーツを「みる」機会を提供します 

④ スポーツを「ささえる」人たちを育成します 

⑤ 地域資源を活かしたスポーツを推進します 

⑥ 子どもたちにスポーツの素晴らしさを伝えます 

 

第 2 期戸田市スポーツ推進計画における取組と達成状況は、次のとおりです。 

 

 

令和元年（2019 年） 32.2％ ➡ 令和 6 年（2024 年） 43.1％ 

（令和 6 年（2024 年）アンケート調査結果） 

【主な取組】 

・市内スポーツ関連団体への支援（事業実施の支援、補助金の交付等） 

・スポーツイベント、教室等の実施（市・スポーツセンター主催、包括連 

携協定締結事業者の協力によるものを含む。） 

・学校施設開放事業の実施 

 

【評価】 

目標値の達成には至りませんでしたが、主な取組の実施により、前回調査時よりも

増加しました。 

本指標については国のスポーツ基本計画にも定められた指標であり、引き続き主な

取組を実施してまいります。 

なお、前回調査結果から増加した要因として、気軽に体を動かすことを 「スポーツ」 

と捉える考え方が普及したことが考えられます。 

指標１ 市民のスポーツ実施率（週１回以上）の向上  

 

目標値：６０％ 
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 令和元年（2019 年） 327 人 ➡ 令和 6 年（2024 年） 320 人 

【主な取組（令和６年度）】 

・親子ボート教室（２回）、ボート体験教室（２回）、夕暮れボート教室（１回）、

ボート教室【初級】・【中級】（各１回）、カヌー教室 in 彩湖（２回） 

【評価】 

 申し込みは定員を超えていた等の状況があることから、より多くの市民に参加の機

会を提供するため、令和５年度から令和６年度にかけてボート教室の定員を増やしま

した。 

戸田市の地域資源でもある戸田ボートコースや彩湖を活かして水辺のスポーツ普及 

を促進していくため、第 3 期戸田市スポーツ推進計画でも引き続き取り組んでいき

ます。 

 

 

 

 

 令和元年（2019 年） 52,258 人 ➡ 令和 6 年（2024 年） 74,965 人 

【主な取組（令和６年度）】 

スポーツ教室・イベントの開催（本市の各部署：98、ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ：121） 

・戸田市スポーツセンター主催の各種教室 

・戸田市上戸田地域交流センター主催のラジオ体操 

・とだウェルネスマイレージ事業  等 

【評価】 

当日参加が可能なイベントやアプリを使って気軽に参加できる教室・イベントが増

加しており、参加者数増の要因となっていると考えられます。令和元年度から令和４

年度までコロナ禍で多くのイベントに制限がかかりましたが、令和５年度以降、参加

者数は増加傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標３ スポーツ教室の参加者数の増加 

 

目標値：350 人 

目標値：57,350 人 

指標２ ボート・カヌー教室の参加者数の増加 
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 令和元年（2019 年） ４回 ➡ 令和 6 年（2024 年） 16 回 

【主な取組（令和６年度）】 

・市内スポーツチームから市主催イベントの従事協力（４回） 

・戸田市スポーツセンター主催の教室（６回） 

・キッズ健幸アンバサダー養成講座（６回） 

【評価】 

戸田市にゆかりのあるトップアスリートを招いたイベント数について、包括連携協

定事業者の協力及びスポーツチーム応援気運醸成事業にて支援を実施しているスポー

ツチームの協力により、前回調査結果よりも大幅に増加しました。 

トップアスリートと直接触れ合うことができる機会をより多くの市民に周知し、多

くの市民がスポーツに興味をもつきっかけとなるよう促します。 

 

 

 

 

令和元年（2019 年） 67 件 ➡ 令和 6 年（2024 年） 45 件 

【主な取組（令和６年度）】 

・全国大会や世界大会出場者へ大会出場助成金の交付（３７件） 

・世界大会において優秀な功績を残された方を対象とした戸田市スポーツ賞（平成

30 年度創設、令和 3 年度規則改正）の授与（８件） 

【評価】 

広報戸田市や戸田市ＨＰにて当該助成事業の周知を行っていますが、まだ市民には

浸透していない状況です。 

交付要綱に定めている申請に必要な提出書類を揃えることに苦慮されている対象者が 

多くみられます。競技者のモチベーション、スポーツの競技力の向上につながる取組 

であるため、周知方法を工夫してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指標４ トップアスリートとの交流イベントの開催 

 

指標５ 全国大会等の出場者への支援 

 

目標値：年５回 

目標値：５０件 
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令和元年（2019 年）28.9％ ➡ 令和 6 年（2024 年） 29.2％ 

 【主な取組】 

・戸田ボートコースで開催されるローイング選手権等、市内で開催される全国大会の

周知協力 

・パリオリンピック出場選手及び競技日程の紹介 

・スポーツチーム応援気運醸成事業として、チームの試合日程の紹介 

【評価】 

市ＨＰ、広報及びＳＮＳの活用と庁内・市内公共施設におけるポスター・チラシ配

架等を実施しましたが、大幅な増加には至りませんでした。 

主な取組の一部は令和６年度から開始したものであり、継続して取組を行うことでス

ポーツ観戦率の向上につなげてまいります。 

 

 

 

 令和元年（2019 年） 36.9％ ➡ 令和 6 年（2024 年） 32.7％ 

【主な取組】 

・市民ボート教室の実施 

・ローイングエルゴメーター体験会の実施 

・戸田ボートコースを活かしたまちづくりを実施するため、令和６年３月に「戸田市

ボートのまちづくりコンソーシアム」を設置 

・戸田ボートコースで開催される全国大会等を広報戸田市で周知 

【評価】 

 第 2 期戸田市スポーツ推進計画策定時から低下傾向にあります。令和６年３月に 

設置した、ボート関係団体及び地域団体で構成する戸田市ボートのまちづくりコン 

ソーシアムの中で、初心者でも気軽にローイング（ボート）競技に親しめる機会の創 

出に努めていきます。 

 

  

指標６ スポーツ観戦率（年１回以上）の向上 

 

指標７ ローイング競技への関心度の向上 

 

目標値：40％ 

目標値：４0％ 
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４ 戸田市におけるスポーツ活動に関する課題の整理 

第３期戸田市スポーツ推進計画の策定に向け、令和６年９月から１０月までの間

で、市民のスポーツに対する意識やスポーツの実施状況、スポーツ推進に関する意

見・要望などを把握するため、『スポーツ・レクリエーションに関する意識調査』を

実施しました。 

第３期スポーツ基本計画（国）の策定をはじめとしたスポーツに係る社会背景の変

化、『スポーツ・レクリエーションに関する意識調査』の結果や第２期戸田市スポー

ツ推進計画の指標の達成状況を踏まえ、第３期戸田市スポーツ推進計画を策定しま

す。 

 

(1) スポーツ基本計画（国）における基本方針の踏襲 

 国が定める第３期スポーツ基本計画では、第２期スポーツ基本計画（計画期間：平

成２９年度から令和３年度まで）で掲げた中長期的な基本方針を踏襲しつつ、当該計

画期間内に生じた社会変化や出来事等を踏まえ、これまでも取り組んできた国民がス

ポーツを「する」「みる」「ささえる」ことを真に実現できる社会を目指すこととさ

れています。 

 

(2) 戸田市におけるスポーツ活動に関する現状と課題の整理 

『スポーツ・レクリエーションに関する意識調査』の結果から見られる戸田市の現 

状を踏まえ、現在、本市のスポーツに関する状況については、次のような課題が挙げ

られます。また、その対策等を示します。 

 

ア 市民のスポーツ実施状況及びスポーツへの関わりについて 

現状 

・１年以内にスポーツを行っている人の種目の内訳としては、ウォーキン

グ、ランニング、トレーニングが多い。 

・１週間のうち１回以上スポーツを行った人が多く、１回につき３０

分～２時間程度行うことが多い。 

・公園・広場・道路や、市内公共施設、民間スポーツ施設で、ひとりでス

ポーツを行うと回答した人が多い。 

・スポーツを行う（行った）理由としては、「健康、体力つくりのた

め」、「運動不足の解消」が多い。 

・市などが実施するスポーツ教室・イベントへの参加は多い状況とはいえ

ない。 

・スポーツ団体やサークルへの加入を希望しない人の割合が多い。 

・スポーツ団体やサークルへの所属、ボランティア活動への参加を希望す

ると回答した人は半数以下 
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・１年以内にスポーツに関するボランティア活動に参加したと回答した人

は１割弱 

・１年以内に観戦したスポーツとして、野球、サッカー、バレーボールな

どが多く、半数は動画による視聴 

課題 

・過去１年間に行っているスポーツの種目やスポーツを行う理由の結果から、

一人でも気軽にスポーツを行いたいという要望が読み取れる。 

・スポーツの団体やサークルへの加入を希望する割合が減少傾向 

対策等 

・「スポーツ」の範囲・捉え方の整理の必要性 

・年齢や性別、障がいの有無を問わず、その人の生活スタイルに合わせて

気軽にスポーツに触れられる環境整備の必要性 

・教室やイベント、施設状況の情報提供の積極的な実施及び参加しやすさ

の検討 

 

イ スポーツ施設や設備について 

現状 

・市内の公共スポーツ施設の数について、「十分である」と回答した人は

２割以下 

・施設を利用するうえでの要望として、施設整備が最も多い。 

課題 
・スポーツセンターをはじめとする市内スポーツ施設の老朽化が課題 

・スポーツを行う場所（施設）や利用時間の拡充を求める意見が多い。 

対策等 

・スポーツ施設の効率的な利用方法の再検討 

・施設の開放時間の検討 

・スポーツセンター再整備検討（令和６年度に戸田市スポーツセンター基

本構想策定委員会を設置し、新しい施設の方針について検討を進めてい

る。） 

 

ウ 水辺のスポーツの興味・関心について 

現状 

・回答者の４割弱が市主催のボート、カヌー教室を知っているが、実際に

参加経験がある人が少ない。 

・市内でボートの競技大会を観戦したことがあると回答した人が少ない。 

・ローイング（ボート）競技への興味関心がある人が少ない。 

課題 

・戸田ボートコースや彩湖でのボート・カヌーの経験者がかなり少ない。 

・ローイング（ボート）競技への関心があると回答した割合も前回調査時

から変わらず少ない。 
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対策等 

・地域資源であるボートコースを活かしたまちづくりを実施するため、令

和６年３月に「戸田市ボートのまちづくりコンソーシアム」を設置。ボ

ートコースを活かせるようなイベントや取組について協議を行う。 

 ※広報戸田市において、戸田ボートコースで行われる大会イベントの周

知を行うなど。 

 

エ 障害のある方への調査結果から見えたことについて 

現状 

・障害のない人とのスポーツをする機会が「あまりない」、「まったくな

い」と回答した人の割合がかなり多い。 

・スポーツを行ううえで苦労した点については、「教室や施設情報の少な

さ」、「一緒に行う仲間や相手がいない」が挙げられている。 

・障がい者スポーツを推進するために必要なこととして、「施設の充

実」、「教室やイベントの充実」、「指導者やボランティアの育成」が

多く挙げられている。 

課題 ・障害のない人とスポーツをする機会が必要 

対策等 
・障害のある方も気軽に参加できるようなイベントがあれば、積極的に周

知する。 

 

オ 団体への意識調査結果から見えたことについて 

現状 

《構成員について》 

・小学生、50 歳代、40 歳代の順に多く、前回調査時と比較して小学生

の割合が微増していた。 

《指導者について》 

・指導者の有無について、「いる」と回答した人が半数以上であった。 

・指導者のうち、「有資格者で無償」、「無資格者で無償」の順に多く、

７割以上が無償で行われている状況であったが、前回調査結果から大き

な変化は見られなかった。 

《団体活動の状況について》 

・団体活動は「ほぼ毎日」、「週に３日以上」、「週に１～２日」で、週

に１日以上実施している団体が７割以上であった。 

・主な活動場所は「市内・小中学校体育施設」、「市内公共スポーツ施設」

の順に多い状況で、前回調査結果から大きな変化は見られなかった。 

・活動を続けるうえでの問題や課題について、「会員数の減少」、「活動

場所（施設）の確保」の順に多い状況であり、活動場所の確保について

は前回調査結果より増加していた。 
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課題 
・会員数が減少傾向 

・活動場所（施設）の確保が困難となっている。 

対策等 

・スポーツ施設の効率的な利用方法の再検討 

・施設の開放時間の検討 

・スポーツセンター再整備検討（令和６年度に戸田市スポーツセンター基本構

想策定委員会を設置し、新しい施設の方針について検討を進めている。） 

・学校開放事業において、より効率的に空き時間を活用できるよう、シス

テムの導入を検討 

 

(3) 第２期戸田市スポーツ推進計画の継承 

『(1) スポーツ基本計画（国）における基本方針の踏襲』（２８ページ）で示

したとおり、第３期スポーツ基本計画（国）では、第２期スポーツ基本計画（国）

を踏襲しつつ、国民がスポーツを「する」、「みる」、「ささえる」ことを真に実

現できる社会の実現のため、新たに３つの視点（「つくる／はぐくむ」、「あつま

り、ともに、つながる」、「誰もがアクセスできる」）が示されました。 

第３期戸田市スポーツ推進計画では、国等のスポーツ関連計画の流れをくみなが

ら策定した、第２期戸田市スポーツ推進計画で掲げたスポーツを推進するための

『６つの基本目標』や『７つの目標指標』について、これまでの取組みの維持、長

期的・継続的な取組みによる効果の向上を目的として、第２期戸田市スポーツ推進

計画の考え方を継承します。 

 

(4) 第３期戸田市スポーツ推進計画に盛り込む要素 

  『３ 第３期戸田市スポーツ推進計画策定の背景』（３ページ）において掲げた

スポーツに係る社会背景の変化や『スポーツ・レクリエーションに関する意識調

査』の結果から見えてきた課題等を踏まえ、次の３つの観点から、第３期戸田市ス

ポーツ推進計画に盛り込む『６つの要素』を整理しました。 

  この６つの要素を踏まえた第３期戸田市スポーツ推進計画を策定します。 

 

【第３期戸田市スポーツ推進計画に盛り込む要素を整理する３つの観点】 

 

 

 

 

【第３期戸田市スポーツ推進計画に盛り込むべき６つの要素】 

 

 

 

 

・市民意識調査、スポーツ・レクリエーション意識調査の結果に基づく整理 

・スポーツ基本法改正、国の第３期スポーツ基本計画の策定に伴う整理 

・スポーツ推進条例の制定、本市の地域特性、社会状況の変化に伴う整理 

 

① 誰もが参加しやすいスポーツの推進 

② スポーツによる健康増進 

③ トップアスリート・スポーツチームとの連携・協働 

④ ボートのまちづくりコンソーシアムの活用 

⑤ デジタル技術を活用したスポーツの機会（ｅスポーツ）の充実 

⑥ 部活動の地域展開 
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第 ３ 章 

計画の基本的な考え方 
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１ 第３期戸田市スポーツ推進計画におけるスポーツの定義 

第 2 期戸田市スポーツ推進計画では、スポーツ基本法及び国・県の基本計画を踏

まえ、「日常生活における軽い運動から高いレベルの競技まで」と幅広くスポーツを

定義していました。国の計画の改訂後も、この定義との乖離は認められないことか

ら、第 3 期戸田市スポーツ推進計画においても第 2 期戸田市スポーツ推進計画の考

え方を踏襲し、次のとおり「スポーツ」を幅広く捉えます。 

 

  

 

 

 

●健康維持や仲間との交流など多様な目的で行うものを自ら行動し実践すること。 

（散歩や体操、ウォーキングや軽い運動、子供との体を使った遊び、通勤・通学や家

事・買い物などの日常生活の中で意識的に体を動かすことなども含む。） 

●趣味としての運動や同じ目的を持った仲間とのスポーツ活動など、楽しみながら身

体を動かすこと。 

●競技としてルールに則り他者と競い合い自らの限界に挑戦すること。 

 

e スポーツについて 

第 2 期戸田市スポーツ推進計画では、ｅスポーツをスポーツの定義に含まないともの

と整理していましたが、第３期戸田市スポーツ推進計画のスポーツの定義には、次の

整理から、「健康・体力の維持・増進を意識的に行う身体活動を伴うｅスポーツ」を

含むこととしました。 

 

 

 

 

 

スポーツ 

日常生活における軽い運動、楽しみながら体を動かすこと、そして、高いレベル

の競技までを広く「スポーツ」として捉える。 

e スポーツをスポーツとする整理 

①スポーツ基本法では、定義をより広く捉えるべきとの考え方に立っている。 

②スポーツ基本法の改正により、eスポーツ（※）の充実が地方公共団体の努力義務とされた。 

③スポーツの多様な活動を幅広く受け止めることが望ましいと示されている。 

④身体活動を伴うｅスポーツは、日常生活における軽い運動との親和性が高い。 

※スポーツ庁次長通知（７ス庁第 1241 号）において、スポーツ基本法第 24 条の２に規定する「情報通信技術を活用し

たスポーツの機会」とは、いわゆる「e スポーツ」を指すと示されている。 
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２ 第３期戸田市スポーツ推進計画の基本理念 

第３期戸田市スポーツ推進計画は、戸田市スポーツ推進条例に定めるスポーツの推

進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための計画であることから、スポーツ

推進条例とスポーツ推進計画の整合を図ることとし、戸田市スポーツ推進条例に定め

る『基本理念』を本計画の基本理念に位置付けました。 

 

 

スポーツは、年齢や体力、目的に応じて誰もが生涯にわたり楽しむことができ、心

と体の健やかな成長を支える大切な活動です。また、スポーツを通じて世代や地域を

こえた交流が生まれ、その広がりが市民一人ひとりの技術や能力の向上にもつながり

ます。さらに、本市ゆかりの選手やチームを応援する気運が高まることで、地域全体

の一体感と活力が育まれていきます。 

こうしたスポーツの力を未来へつなげ、誰もがスポーツに気軽に親しめる環境を整

えるため、この基本理念を掲げ、戸田市のスポーツ推進に取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念（戸田市スポーツ推進条例第３条） 

 
『全ての市民が生涯にわたって、自らの体力、年齢、技術、目的等に応じ

てスポーツに親しむことができること。』 

 

『スポーツを通じて世代間及び地域間の交流の基盤が形成され、更にその

交流が促進され、スポーツに関する能力の水準の向上が図られること。』 

 

『本市に関わるスポーツ選手及びスポーツチームの活動を応援する社会的

気運を高め、地域の一体感の醸成及び活力の向上が図られること。』 
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戸田市スポーツ推進条例及び生涯スポーツ都市宣言を踏まえ、「基本理念」を実現

するに当たり市民をはじめとした関係者間で計画が目指す方向性を認識してもらうた

め、分かりやすく簡潔に示すスローガンを定めます。 

 

 

 

 

 

 

スローガンを構成する要素について 
 
『スポーツでつなぐ健康』…スポーツを通じて心と体の健康づくりを促

し、日常の中で無理なく続けられる健やかな

生活習慣としてスポーツを位置づける。 

 

『スポーツでつなぐ地域』…スポーツを通じて人と人の交流を生み、世

代を超えて支え合う温かい地域コミュニティ

を築いていくことを目指す。 

 

『スポーツでつなぐ未来』…スポーツの楽しさや挑戦を次の世代へと

つなぎ、東京オリ・パラで生まれたスポー

ツ・レガシーを継承しながら、誰もが未来に

向かって成長し続ける社会を育む。 

 

『生涯活躍のまち戸田』…年齢、性別、国籍、障がいの有無を問わず、

誰もがスポーツに関わり続け、生涯にわたっ

て健康・交流・活躍の場を持てるまちを目指

す。 

 

 

  

第３期戸田市スポーツ推進計画 スローガン 

『 スポーツでつなぐ 健康・地域・未来 ～ 生涯活躍のまち戸田 ～ 』 
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３ 第３期戸田市スポーツ推進計画の基本方針 

基本理念に従うとともに、戸田市生涯スポーツ都市宣言（※）の目標を実現するに

当たり、市民誰もがスポーツに参画できるよう、第 2 期戸田市スポーツ推進計画の

考え方を踏襲することとして、次のとおり基本方針を定めます。 

 

 

 

スポーツを「する」：スポーツを各人の適性や関心に応じて行うことができるものと

して捉え、日常生活に位置づける。 

スポーツを「みる」：観戦や応援を通じてスポーツを楽しむことで、感動や勇気を得

て、人生をより豊かにする。一生懸命応援することは「する」人の力にもなる。 

スポーツを「ささえる」：指導者や審判、専門スタッフとしての活動、サポーターや

ボランティア活動、団体やチームの経営・運営を担うなど、自らスポーツを支援する

ことで多くの人が交わり共感しながら社会の絆が強くなる。 

スポーツを「みる」ことをきっかけに「する」「ささえる」ことを始める、「ささ

える」ことをきっかけに「する」ことにつながるというような、スポーツへの関わり

方に好循環が生まれることをねらいとしています。そして、スポーツ参画人口の拡

大、健康増進へとつなげていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本方針 

「誰もがスポーツに気軽に親しめる環境をつくり、 

『する』『みる』『ささえる』など、スポーツ参画人口を拡大し、 

スポーツの楽しさや素晴らしさを未来へとつなげていく」 

 

※平成 14 年（2002 年）に制定し、市民と行政が一丸となってスポーツ・レクリエーション活動を推進していくことを

内外に示したものです。 
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４ 第３期戸田市スポーツ推進計画の基本目標 

基本理念、基本方針に基づいたスポーツを推進するために、次の基本目標を掲げます。 

また、これら基本目標を達成するための取組の実施に当たっては「情報発信の強化」「必要に

応じたスポーツ環境の整備」の視点を重視してまいります。 

 

基本目標① スポーツと関わる機会を創出します。 

年齢、性別、国籍、障がいの有無に関わらず誰もが参加しやすいスポーツイベン

ト・教室等の開催、スポーツと関わる機会の創出とともに、日常生活における軽い運

動（散歩や体操、日常生活の中で意識的に体を動かすことなど）も健康増進のための

スポーツとして捉える意識を醸成し、スポーツ参画人口を拡大させます。 

 

基本目標② スポーツを「する」人たちを支援します。 

 競技者に対する活動補助や表彰、安全で快適なスポーツ施設の整備などを実施する

とともに、デジタル技術を活用したｅスポーツを含め「スポーツ」の定義を幅広く捉

え、スポーツを「する」人たちを積極的に支援し、戸田市から世界へ羽ばたく人材の

育成を図ります。 

 

基本目標③ スポーツを「みる」機会を創出します。 

スポーツ観戦や応援等もスポーツ参画と位置づけ、スポーツを「みる」機会を創出

し、トップアスリート等との交流イベントや競技体験会の実施など身近なスポーツか

らプロスポーツまで、市民がスポーツに関心を持つことができるよう努めます。 

 

基本目標④ スポーツを「ささえる」人たちを育成します。 

部活動の地域展開の受け皿を含めたスポーツ推進の役割を担うスポーツ関連団体の

育成・支援の他、スポーツ活動のきっかけづくりや適切な助言などを行う指導者、ス

ポーツクラブ・団体の運営を行う人など、スポーツを「ささえる」人たちの育成・確

保を図ります。 

 

基本目標⑤ 地域資源を活かしたスポーツを推進します。 

戸田ボートコースや彩湖・道満グリーンパークなどの施設資源、トップスポーツチ

ーム、トップアスリートなどの人的資源をはじめとする戸田市独自の地域資源を活か

してスポーツを推進していきます。また、ボートコースのあるまちとして、競技関係

者、地域住民及び行政で構成するボートのまちづくりコンソーシアムを活用して、ロー

イング（ボート）競技への市民の関心を高めていきます。 

 

基本目標⑥ 子どもたちにスポーツの素晴らしさを伝えます。 

学校施設開放事業の実施や部活動の地域展開を含む地域との連携など学校での体育

や運動部活動、家庭や地域でのスポーツを通じて、次代を担う子どもたちにスポーツ

の素晴らしさを伝え、生涯にわたりスポーツに親しむ心を育てていきます。 
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５ 第３期戸田市スポーツ推進計画における計画の指標 

第３期戸田市スポーツ推進計画の基本目標に基づく指標を、以下のとおり設定します。 

 各指標は、第１期戸田市スポーツ推進計画・第 2 期戸田市スポーツ推進計画から

取り組んでいる内容を継続しつつ、計画期間において各指標の目標を、目標値として

設定しました。 

 
指 標 現状値 目標値 

関連する 

基本目標 

１ 

市民のスポーツ実施率（週１回以上）の向上 

43.1％ 60％ 
①②③ 

④⑤⑥ 

週１回以上スポーツ（散歩、体操、日常生活で意

識的に体を動かすことなどを含む。）を実施する

人の割合を向上させます。 

２ 

ボート・カヌー教室の参加者数の増加 

320 人 420 人 ①⑤ 
市民ボート教室、カヌー体験教室などの参加者

数を増やしていきます。 

（参加者数は受講決定者数×教室数で算出） 

３ 

スポーツ教室の参加者数の増加 

74,965 人 76,500 人 ①⑥ 

スポーツセンターなどで実施する戸田市のスポー

ツ教室の参加者数を増やしていきます。 

（参加者数は、同一教室の複数回受講や複数回に

及ぶ教室も受講教室数で算出） 

４ 

トップアスリートとの交流イベントの開催 

年8.5回 

（過去平均値） 
年 10 回 

①③ 

⑤⑥ 

戸田市にゆかりのあるトップスポーツチームや

トップアスリートを招いた交流イベントを開催

します。 

５ 

全国大会等の出場者への支援 

45 件 50 件 
①②④ 

⑤⑥ 
国際大会や全国大会に出場する競技者を支援し

ます。 

６ 

スポーツ観戦率（年１回以上）の向上 29.2％ 

(現地のみ) 

79.4％ 

(メディア含む) 

85％ ①③ 
スポーツへの意識を高め、スポーツの観戦（メ

ディア媒体での観戦を含む。）をする市民の割

合を向上させます。 

７ 

ローイング（ボート）競技への関心度の向上 

32.7％ 40% 
①③ 

⑤⑥ 
戸田市の地域資源であるローイング（ボート）

競技への関心を高めていきます。 
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１ 基本目標① スポーツと関わる機会を創出します 

 年齢、性別、国籍、障がいの有無に関わらず誰もが参加しやすいスポーツイベン

ト・教室、パラスポーツ体験会等の開催など、スポーツと関わる機会の創出ととも

に、日常生活における軽い運動（散歩や体操、日常生活の中で意識的に体を動かすこ

となど）も健康増進のためのスポーツとして捉える意識を醸成し、スポーツ参画人口

を拡大させます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組１ 全市的なスポーツ大会の実施 

スポーツ関連団体等と連携し、全市民が参加できるスポーツ大会の充実と継続的な

開催を推進していきます。また、既存のスポーツ大会は、今後の社会情勢や市内各地

区の状況に応じた運営・開催を行えるよう検討していきます。 

【具体的手法】 

●戸田マラソン大会 

 戸田市の一大スポーツ大会である戸田マラソン大会を彩湖・道満グリーンパークで

開催し、市民に対し大会へ参加を呼び掛けていきます。また、ボランティアによる大

会運営補助や応援・観戦等を通じ、多くの市民が大会に携わる機会を創出します。 

 

基本目標① スポーツと関わる機会を創出します 

取組１ 

全市的なスポーツ大会の実施 

取組２ 

年齢、性別、国籍、障がいの有

無に関わらず誰もが参加しやす

い教室・イベント等の実施 

・戸田マラソン大会 

・市民体育祭地区大会 

・市民体育祭競技大会 

・市レクリエーション大会 

・市主催各種スポーツ教室・イベントの

実施 

・戸田市スポーツセンター各種スポーツ

教室・イベントの実施 

・市内公共施設主催スポーツ教室・ 

イベントの実施 

・市内トップスポーツチームや民間事業

者等との連携 

【具体的手法】 
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●市民体育祭地区大会 

 気軽に全市民が参加できるスポーツ大会として、市内６地区で市民体育祭地区大会

を開催します。町会・自治会やスポーツ推進委員、スポーツ推進スタッフ、学校等と

連携し、地域の交流の輪を広げる場としてより多くの人が気軽に参加できるような大

会づくりを進めていきます。   

 

戸田マラソン大会の様子               市民体育祭地区大会の様子  

 

●市民体育祭競技大会 

 戸田市スポーツ協会が主催する競技種目ごとの市民体育祭競技大会について、より

多くの市民が参加できるように会場の提供や広報戸田市を活用した大会情報の周知等

の連携を行っていきます。 

 

●市レクリエーション大会 

 戸田市レクリエーション協会が主催するレクリエーション大会（競技種目別含

む。）について、より多くの市民が参加できるように会場の提供や広報戸田市を活用

した大会情報の周知等の連携を行っていきます。 
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取組２ 年齢、性別、国籍、障がいの有無に関わらず誰もが参加しやすい教

室・イベント等の実施 

既存事業の充実のほか、年齢、性別、国籍、障がいの有無に関わらず誰もが参加し

やすい教室やイベントを関係機関と連携して実施していきます。 

【具体的手法】 

●市主催各種スポーツ教室・イベントの実施 

 ボート教室やカヌー教室、市民体力テスト等をはじめとした市主催の各種スポーツ

教室・イベントを実施し、市民の参加を促していきます。また、ボッチャ体験会を含

めた、誰でも気軽に参加しやすいスポーツの体験イベントを実施していきます。 

また、より多くの市民に認知されるよう、広報戸田市や SNS を通じた教室・イベ

ントの情報発信に努めます。 

 

●戸田市スポーツセンター各種スポーツ教室・イベントの実施 

 スポーツセンター指定管理者の専門性を活かし、市民のニーズに合った多種多様な

スポーツ教室やイベントを市と連携して展開していきます。また、障がい者スポーツ

の推進を目的としたパラスポーツ体験コーナーを含め、多様なスポーツに触れる機会

を創出するため、スポーツフェスタを実施します。 

 

 

●市内公共施設主催スポーツ教室・イベントの実施 

 関係機関と連携し、市内公共施設主催による健康増進や生涯学習を目的とした運動

教室やイベントを展開し、市民の心身の健康づくりとスポーツ意識の醸成に努めま

す。 

 

●市内トップスポーツチームや民間事業者等との連携 

市内トップスポーツチームを含む包括連携協定締結事業者や民間事業者、総合型地

域スポーツクラブ等と連携した事業を展開し、市民がスポーツと関わる機会を提供し

ていきます。 
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２ 基本目標② スポーツを「する」人たちを支援します 

 競技者に対する活動補助や表彰、安全で快適なスポーツ施設の整備などを実施する

とともに、デジタル技術を活用したｅスポーツを含め「スポーツ」の定義を幅広く捉

え、スポーツを「する」人たちを積極的に支援し、戸田市から世界へ羽ばたく人材の

育成を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組１ 競技者への支援 

スポーツ大会出場選手助成金制度の活用や、戸田市スポーツ賞の授与を継続してい

き、競技者のモチベーションアップやスポーツ競技力の向上へつなげていきます。 

【具体的手法】 

●スポーツ大会出場選手助成金の交付 

 市内在住の競技者及び監督・コーチが全国大会等に出場する場合に、大会参加経費

の一部を助成金として交付します。パラリンピックやデフリンピック、全国障害者ス

ポーツ大会なども対象大会であることを周知し、年齢や障がいの有無にかかわらず、

全国大会等の大会に出場する選手及び監督・コーチの支援を実施していきます。 

 

 

 

基本目標② スポーツを「する」人たちを支援します 

取組１ 

競技者への支援 

取組２ 

スポーツ施設の整備 

・スポーツ大会出場選手助成金の交付 

・戸田市スポーツ賞の授与 

・戸田市スポーツセンターの再整備検討 

・安全管理の実施 

取組３ 

スポーツをする場の提供 

・競技大会等の会場確保の支援 

・学校施設開放事業の実施 

・既存施設の効果的な利活用 

・デジタル技術を活用したスポーツの推進 

【具体的手法】 
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●戸田市スポーツ賞の授与 

 世界大会等で優秀な成績を残した市内在住の競技者に対し、戸田市スポーツ賞の授

与を行います。大会の実績に応じて表彰区分が異なりますが、制度を積極的に周知す

ることにより、競技者のモチベーションアップやスポーツ競技力の向上へとつなげて

いきます。 

 

取組２ スポーツ施設の整備 

市内スポーツ施設の計画的な改修や修繕を実施するとともに、施設の安全管理やリ

スクマネジメント等を行い、誰もが安心してスポーツ施設を利用できるようにしてい

きます。 

【具体的手法】 

●戸田市スポーツセンターの再整備検討 

 戸田市スポーツセンター基本構想策定委員会（令和６年度設置）にて、新しい施設

の方針について検討を進めます。 

 

●安全管理の実施 

 スポーツ施設を安全に管理するため、専門性を持つ指定管理者や委託業者による管

理を徹底します。また、新型コロナウイルス感染症の対策を踏まえ、今後の感染症等

の流行に備えた体制を整備していきます。 

 

取組３ スポーツをする場の提供 

学校や公共施設等の既存施設を活用し、市民の誰もが気軽にスポーツができる場の

提供を行い、スポーツを「する」人たちの支援につなげていきます。 

【具体的手法】 

●競技大会等の会場確保の支援 

 市内各種競技団体が大会等で市内スポーツ施設を使用する場合には、会場の確保等

の支援を行います。 

 

●学校施設開放事業の実施 

 地域や子どもたちのスポーツ・レクリエーション団体の活動の場として、市内小・

中学校の空き時間を活用した学校施設開放を実施します。また、近隣の保育園・幼稚

園や町会・自治会等のスポーツ・レクリエーションイベントにも学校施設開放事業を

活用していきます。 
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●既存施設の効果的な利活用 

 スポーツ施設の利用においては、公共施設予約システム（スポーツ施設）を活用す

ることで公平かつ利便性の高いサービスの提供に努めていきます。また、利用ルール

の範囲内で体を動かして運動やスポーツができる公共施設や公園等の活用を市民に促

していきます。 

 

●デジタル技術を活用したスポーツの推進 

 スポーツ関連団体と連携し、デジタル技術を活用したスポーツの体験や発信の場づ

くりを促進します。 
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３ 基本目標③ スポーツを「みる」機会を創出します 

 スポーツ観戦や応援等もスポーツ参画と位置づけ、スポーツを「みる」機会を創出

し、トップアスリート等との交流イベントや競技体験会の実施など身近なスポーツか

らプロスポーツまで、市民がスポーツに関心を持つことができるよう努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組１ スポーツを「みる」機会の創出 

 スポーツを「みる」ことやスポーツイベントに参加することもスポーツ参画と位置

づけ、各種競技大会やイベント等で市民がスポーツに触れる機会を創出します。ま

た、戸田市にゆかりのある選手やトップアスリート、市内トップスポーツチーム等を

招いたイベントを開催していきます。 

【具体的手法】 

●スポーツ観戦の機会の創出 

 広報戸田市や SNS を活用し、市内で開催される全国大会等の協力や周知を行うこ

とで、市民がスポーツ観戦できる機会を創出します。また、テレビ又はスマートフォ

ンなどのネット環境を活用した多様なメディア媒体による観戦についても推進してい

きます。 

 

●トップアスリート等との交流イベント、競技体験会の実施 

市内在住又は戸田市にゆかりのあるトップアスリートを招き、競技のデモンストレ

ーションや競技の直接的な指導を含めた競技体験等を盛り込んだイベントを開催し、

レベルの高い技術に間近で触れることができる機会を創出します。 

 

 

基本目標③ スポーツを「みる」機会を創出します 

取組１ 

スポーツを「みる」機会の提供 

取組２ 

スポーツイベント・大会の 

情報発信 

・スポーツ観戦の機会の創出 

・トップアスリート等との交流イベント、

競技体験会の実施 

・各種競技大会・イベント等の 

情報発信 

【具体的手法】 
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取組２ スポーツイベント・大会の情報発信 

市内スポーツ施設や近隣市で開催される大会の情報発信を積極的に行い、スポーツ

を「みる」機会を創出していきます。 

【具体的手法】 

●各種競技大会・イベント等の情報発信 

 各種競技の全国大会等、市内で開催される大会やイベント情報を、広報戸田市や

SNS、チラシ配架及びポスター掲示で積極的に発信し、市民がスポーツに触れる機

会を創出していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

市内で開催している大会 

【戸田ボートコース】 

全日本社会人ローイング選手権、全日本大学選手権、全日本新人選手権 等 

【戸田市スポーツセンター】 

各種競技県大会・全国大会 等 

【彩湖・道満グリーンパーク】 

各種マラソン大会、ソフトボール県・全国大会 等 

【その他】 

各種野球大会、各種サッカー大会 
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４ 基本目標④ スポーツを「ささえる」人たちを育成します 

 部活動の地域展開の受け皿を含めたスポーツ推進の役割を担うスポーツ関連団体の

育成・支援の他、スポーツ活動のきっかけづくりや適切な助言などを行う指導者、ス

ポーツクラブ・団体の運営を行う人など、スポーツを「ささえる」人たちの育成・確

保を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組１ スポーツ関連団体や指導者の支援 

 スポーツ関連団体や指導者に対して支援を行い、スポーツをささえる人たちを育成

していきます。また、スポーツ推進委員やスポーツ推進スタッフの人材確保を行うと

ともに、大会やイベントをささえるボランティアの育成にも努めていきます。 

【具体的手法】 

●スポーツ関連団体の育成・支援 

戸田市のスポーツ推進を担う市スポーツ協会、市レクリエーション協会、部活動の

地域展開の受け皿として期待される市スポーツ少年団等が、主体的・積極的な活動が

行えるよう、補助金の交付や事業の後援などの活動支援を実施していきます。 

 

 

 

 

基本目標④ スポーツを「ささえる」人たちを育成します 

取組１ 

スポーツ関連団体や指導者の支援 

・スポーツ関連団体の育成・支援 

・スポーツ推進委員の人材の確保 

・スポーツ推進スタッフやスポーツ 

ボランティアの育成 

・スポーツ大会出場選手助成金の交付 

【再掲】 

・総合型地域スポーツクラブの支援 

・総合型地域スポーツクラブとの連携 

取組２ 

総合型地域スポーツクラブの 

支援・連携 

【具体的手法】 
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●スポーツ推進委員の人材の確保 

全市的なスポーツイベントを中心的に担うスポーツ推進委員について、人材の確保

や人材の育成等を図っていきます。また、スポーツ推進委員の認知度の向上を図ると

ともに、地域の求めに応じてスポーツ指導員や地域コーディネーターとして人材派遣

ができるような体制を整えていきます。 

 

●スポーツ推進スタッフやスポーツボランティアの育成 

 地域のスポーツ推進を担うスポーツ推進スタッフや戸田マラソン大会等のスポーツ

イベントに携わるスポーツボランティアを育成し、戸田市のスポーツ推進を担う人材

を確保していきます。 

 

●スポーツ大会出場選手助成金の交付【再掲】 

 市内在住の競技者及び監督・コーチが全国大会等に出場する場合に、大会参加経費

の一部を助成金として交付します。パラリンピックやデフリンピック、全国障害者ス

ポーツ大会なども対象大会であることを周知し、年齢や障がいの有無にかかわらず、

全国大会等の大会に出場する選手及び監督・コーチの支援を実施していきます。 

 

 

取組２ 総合型地域スポーツクラブの支援・連携 

地域住民が主体となって運営する総合型地域スポーツクラブの育成・支援を行うと

ともに、総合型地域スポーツクラブの市民への理解を深める活動を行っていきます。

また、総合型地域スポーツクラブと連携し、地域スポーツの発展を図るとともに、部

活動の地域展開に向けた検討を進めていきます。 

【具体的手法】 

●総合型地域スポーツクラブの支援 

地域スポーツの発展及び活力ある地域社会の形成のため、総合型地域スポーツクラ

ブの活動場所の確保や広報活動の協力等、必要な支援を実施していきます。 

 

●総合型地域スポーツクラブとの連携 

 総合型地域スポーツクラブと連携したスポーツ推進事業を実施していきます。ま 

た、総合型地域スポーツクラブと連携し、部活動の地域展開に向けた検討を進めてい 

きます。 
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５ 基本目標⑤ 地域資源を活かしたスポーツを推進します 

戸田ボートコースや彩湖・道満グリーンパークなどの施設資源、トップスポーツチ

ーム、トップアスリートなどの人的資源をはじめとする戸田市独自の地域資源を活か

してスポーツを推進していきます。また、ボートコースのあるまちとして、競技関係

者、地域住民及び行政で構成するボートのまちづくりコンソーシアムを活用して、ロ

ーイング（ボート）競技への市民の関心を高めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組１ 水辺のスポーツ（ボート・カヌー）教室等の開催 

地域資源を活かしたボート・カヌー教室を継続して実施するとともに、ローイング

（ボート）競技を知るきっかけとしてエルゴ体験会を実施し、競技への関心度を高め

ていきます。 

【具体的手法】 

●ボート教室の実施 

 競技団体と連携して年間を通じた各種ボート教室（親子・体験等）を実施し、市民

に「ボートのまち」としての誇りと愛着を醸成していきます。 

 

 

 

基本目標⑤ 地域資源を活かしたスポーツを推進します 

取組１ 

水辺のスポーツ（ボート・カヌ

ー）教室等の開催 

・ボート教室の実施 

・カヌー教室の実施 

・エルゴ体験会の実施 

取組２ 

地域資源の利活用 

・ローイング競技者と市民の交流促進 

・ナックル艇の貸し出し、市立艇庫の 

活用 

・全国ボート場所在市町村との交流 

・戸田マラソン大会【再掲】 

・トップアスリート等との交流イベン

ト、競技体験会の実施 

【具体的手法】 
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●カヌー教室の実施 

 東京オリンピック大会でのオーストラリアカヌーチームの事前キャンプを契機とし

て、カヌー競技の更なる普及を進めるため、競技団体と連携したカヌー教室を実施し

ます。 

 

●エルゴ体験会の実施 

 ボートのまちづくりコンソーシアムを活用し、スポーツイベント等におけるローイ

ング（ボート）競技関係者の協力による陸上ボート（エルゴメーター）体験会を実施

し、場所を選ばず屋内でも実施できる体験会として、ローイング（ボート）競技を知

ってもらう機会、ローイング（ボート）競技への関心を高める機会を提供していきま

す。 

 

ボート教室の様子                カヌー教室の様子 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エルゴ体験会の様子 
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取組２ 地域資源の利活用 

 戸田ボートコースや彩湖・道満グリーンパークなどの施設資源、ボートのまちづく

りコンソーシアムやトップスポーツチーム・トップアスリートなどの人的資源を積極

的に活用したスポーツ推進事業を展開し、地域の活性化へと繋げていきます。 

【具体的手法】 

●ローイング（ボート）競技者と市民の交流促進 

 ボートのまちづくりコンソーシアムを活用し、市民がボートを身近に感じ、選手が

市民や地域を知ることに繋がる、ローイング（ボート）競技者と市民が交流できる機

会を設け、交流を促進していきます 

 

●ナックル艇の貸出、市立艇庫の活用 

 市民に市所有のナックル艇の貸出を行い、ローイング（ボート）競技の愛好者や競

技人口の更なる増加へつなげていきます。また、埼玉県ローイング協会と連携し、市

立艇庫の活用を進めていきます。 

 

●全国ボート場所在市町村との交流 

 「ボートのまち」として、全国ボート場所在市町村協議会の事務局を担うなど、全

国のボート場所在市町村との更なる交流を進めていきます。また、全国市町村交流レ

ガッタ大会への市民クルーの派遣を継続していき、ローイング（ボート）競技への市

民の親しみや意識向上へつなげていきます。 

 

●戸田マラソン大会【再掲】 

 戸田市の一大スポーツイベントである戸田マラソン大会を彩湖・道満グリーンパー

クで開催し、市民に対し大会へ参加を呼び掛けていきます。また、ボランティアによ

る大会運営補助や応援・観戦等を通じ、多くの市民が大会に携わる機会を創出しま

す。 

 

●トップアスリート等との交流イベント、競技体験会の実施【再掲】 

 市内在住又は戸田市にゆかりのあるトップスポーツチームやトップアスリートによ

る競技のデモンストレーションなどの交流イベントやトップアスリートによる直接的

な指導を含めた競技体験等のイベントを開催し、市民が、トップアスリートやトップ

レベルのスポーツを身近に感じられる機会を創出していきます。 
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６ 基本目標⑥ 子どもたちにスポーツの素晴らしさを伝えます 

 学校施設開放事業の実施や部活動の地域展開を含む地域との連携など学校での体育

や運動部活動、家庭や地域でのスポーツを通じて、次代を担う子どもたちにスポーツ

の素晴らしさを伝え、生涯にわたりスポーツに親しむ心を育てていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取組１ 子どものスポーツ機会の創出 

スポーツをすることは、心身の健全な発達や集団行動など社会生活を学ぶことにつ

ながります。小学生をはじめとする子どものスポーツ機会の創出として、スポーツ少

年団活動の支援やスポーツ教室・スポーツイベント等を提供していきます。 

【具体的手法】 

●イベントや教室の機会の提供 

スポーツに関するイベントや子どもを対象としたスポーツ教室を実施し、スポーツ

の楽しさに触れる機会や競技種目への入口としての機会を提供していきます。 

 

●学校施設開放事業の実施【再掲】 

 地域や子どもたちのスポーツ・レクリエーション団体の活動の場として、市内小・

中学校の空き時間を活用した学校施設開放を実施します。また、近隣の保育園・幼稚

園や町会・自治会等のスポーツ・レクリエーションイベントにも学校施設開放事業を

活用していきます。 

取組３ 

学校や地域との連携 

基本目標⑥ 子どもたちにスポーツの素晴らしさを伝えます 

取組１ 

子どものスポーツ機会の創出 

・イベントや教室の機会の提供 

・学校施設開放事業の実施【再掲】 

・スポーツ少年団活動の支援 

・スポーツ大会出場選手助成金の交付

【再掲】 

・戸田市スポーツ賞の授与【再掲】 

・学校や地域との連携 

・民間事業者等との連携【再掲】 

取組２ 

競技者・指導者の支援 

【具体的手法】 
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取組２ 競技者・指導者の支援 

部活動の地域展開の受け皿として期待されるスポーツ少年団活動に対する支援や

様々な分野で活躍する子どもたちに対しての各種助成などの支援を行います。また、

指導者確保のため、指導者やボランティア等を対象とする講習会等の情報提供を行っ

ていきます。 

【具体的手法】 

●スポーツ少年団活動の支援 

 子どもたちのスポーツ活動の中心であり、部活動の地域展開の受け皿として期待さ

れるスポーツ少年団への支援を行うとともに、市スポーツ少年団本部をはじめ各単位

団との情報共有を図っていきます。 

 

●スポーツ大会出場選手助成金の交付【再掲】 

 市内在住の競技者及び監督・コーチが全国大会等に出場する場合に、大会参加経費

の一部を助成金として交付します。パラリンピックやデフリンピック、全国障害者ス

ポーツ大会なども対象大会であることを周知し、年齢や障がいの有無にかかわらず、

全国大会等の大会に出場する選手及び監督・コーチの支援を実施していきます。 

 

●戸田市スポーツ賞の授与【再掲】 

 世界大会や全国大会等で優秀な成績を残した市民や市にゆかりのある競技者に対

し、戸田市スポーツ賞の授与を行います。大会の実績を表彰することにより、競技者

のモチベーションアップやスポーツ競技力の向上へつなげます。 

 

 

取組３ 学校や地域との連携 

 学校や地域と連携し、スポーツの場の提供や部活動に対する支援等を行っていきま

す。また、民間事業者や総合型地域スポーツクラブの活用についても検討していきま

す。 

【具体的手法】 

●学校や地域との連携 

 学校施設を使用して実施する市民体育祭地区大会や部活動に対する市内スポーツ施

設の提供など、学校や地域と連携し、子どもたちのスポーツ活動の場を広げるととも

に、全国的な動きとなっている部活動の地域展開に向けた検討を進めていきます。ま

た、学校や地域にスポーツ事業に関する情報提供を行っていきます。 
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●市内トップスポーツチームや民間事業者等との連携【再掲】 

 市内トップスポーツチームを含む包括連携協定締結事業者や民間事業者、総合型地

域スポーツクラブ等と連携した事業を展開し、市民（子ども）がスポーツと関わる機

会を提供していきます。 
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第 ５ 章 

計画の推進体制と評価 
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１ 計画の推進体制 

本計画第３章・第４章で掲げた基本理念、基本目標を達成するためには、行政のみ

ならず、市民、スポーツ関連団体、民間事業者等が協働して取り組むことが重要で

す。 

 また、スポーツは様々な分野の計画と深く関係するため、戸田市の各種事業計画と

の整合性を図りながら、スポーツ関連団体等と協力して計画を推進していきます。効

果的な計画の推進に向けて、以下にそれぞれの役割を整理します。 

 

（１）市民 

 市民一人ひとりが、自ら「する」「みる」「ささえる」スポーツに参画することが

求められます。また、競技スポーツだけではなく、散歩や体操、ウォーキング、軽い

運動、子どもとの体を使った遊び、通勤・通学や家事・買い物などの日常生活の中で

意識的に体を動かすことなども「スポーツ」であるとする意識を持ち、健康維持や仲

間との交流を通じてスポーツに関わるきっかけをつくることが重要です。 

 

（２）町会・自治会等の地域組織 

 市民に身近な団体として、スポーツ関連団体や戸田市と連携し、市民が自らスポー

ツに親しむことができるように、地域で支援することが求められます。また、町会・

自治会活動を通じて市民の健康づくりやスポーツ活動に取り組むことで、地域コミュ

ニティの醸成につなげていくことが求められます。 

 

（３）戸田市スポーツセンター 

 戸田市のスポーツ推進の中心を担う施設として、施設の機能の拡充や、幅広い教室

展開、独自企画によるスポーツイベントを提供し、スポーツの楽しさを伝えることが

求められます。 

 

（４）戸田市スポーツ協会 

 戸田市や各関係機関と連携し、加盟する競技団体を統括し、市内のスポーツ競技会

や競技団体の情報提供といったスポーツ活動の機会を提供するとともに、競技スポー

ツの充実や指導者の育成等、スポーツ活動を幅広く展開していくことが求められま

す。 

 

（５）戸田市レクリエーション協会 

 気軽に楽しめるレクリエーション活動を通じて、市民同士の交流を深め、地域力の

向上につなげるための取組を行っていくことが求められます。 
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（６）戸田市スポーツ少年団 

 戸田市や市スポーツ協会、学校等と連携し、子どもたちがスポーツに触れることの

できる機会を幅広く提供していくとともに、スポーツ少年団活動を仲間づくりや青少

年の健全育成につなげていくことが求められます。 

 

（７）総合型地域スポーツクラブ 

 地域スポーツの発展や活力ある地域社会の形成のため、戸田市や地域組織やスポー

ツ関連団体、民間事業者等と連携し、市民のスポーツへの参加機会の拡充など、より

積極的な活動が求められます。 

 

（８）民間事業者等 

 スポーツに関わる民間事業者は、市民がスポーツを主体的に行う場と機会を提供す

るとともに、戸田市やスポーツ関連団体と適宜情報交換を行いながら、専門的な知識

や方法を活かした教室の実施等、行政と連携した事業を展開することが求められま

す。 

  

（９）学校等 

 発達段階や能力、興味・関心に応じて、子どもの体力・運動機能の向上を図るとと

もに、生涯にわたりスポーツに親しむきっかけづくりの場となることが求められま

す。 

 

（10）戸田市スポーツ推進委員・戸田市スポーツ推進スタッフ 

 戸田市のスポーツ推進の担い手として、スポーツに関する指導・助言や健康の保

持・増進と体力づくり等の取組を推進し、地域のスポーツ推進のコーディネーター役

として活躍していくことが期待されます。 

 

（11）戸田市 

 本計画の実施主体として、市民誰もがスポーツに気軽に親しめる環境をつくり、地

域の活力の向上や市民の健康保持・増進につなげていけるよう、スポーツ関連団体、

町会・自治会等と連携していきます。また、関係機関それぞれが主体的にスポーツ推

進事業を行っていけるよう、環境整備や助言等の支援を行っていきます。 
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２ 計画の進行管理・評価及び実施状況の公表 

 基本目標や指標の進捗状況については、適宜進行管理を行い、点検・評価について

戸田市スポーツ推進審議会で審議を行うなど、継続的な改善を図ることで適切な管理

運営に努めます。 
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戸田市のスポーツ施策 

・戸田市生涯スポーツ都市宣言（平成 14 年（2002 年）10 月 14 日（体育の日）） 

 市民と行政が一丸となってスポーツ・レクリエーション活動を推進していくことを

宣言しました。 

 

戸田市生涯スポーツ都市宣言 

 

わたくしたちは、生涯スポーツ・レクリエーションを通して、 

健康な心と体をつくり、地域コミュニティを創造し、 

『パートナーシップでつくる 人・水・緑 輝くまち とだ』 

をめざすため、ここに、「生涯スポーツ都市」を宣言します。 

 

１ 生涯スポーツ・レクリエーションに親しみ、 

健康な心と体をつくります。 

 

１ 生涯スポーツ・レクリエーションを楽しみ、 

明るく豊かな生活をおくります。 

 

      １  生涯スポーツ・レクリエーションを愛し、 

友情と交流の輪をひろげます。 

 

        １ 生涯スポーツ・レクリエーションを通して、 

躍動する快適都市戸田市をつくります。 
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・戸田市スポーツ振興基本計画の策定（平成 22 年（2010 年）） 

 生涯スポーツを通じて市民自らが、心も体も健康で、明るく豊かな市民生活の実現

を目指し、基本理念を「健康とふれあいで 笑顔あふれるまち とだ」とした計画を

策定し、取り組む施策を示しました。 

 

 

・戸田市スポーツ推進計画の策定（平成 27 年度（2015 年度）～令和２年度

（2020 年度）） 

戸田市スポーツ振興基本計画の中間年に、新たにスポーツ推進計画を策定し、戸田

市の特性を反映した具体的な施策を示しました。 

 

 

・第２期戸田市スポーツ推進計画の策定（平成 3 年度（2020 年度）～令和 7 年度

（2025 年度）） 

戸田市スポーツ推進計画の計画期間内（令和元年度）に、「スポーツ・レクリエー

ションに関する意識調査」を実施し、これまでの取組をより効果的なものとするた

め、社会情勢に即した、新たなスポーツ推進計画を策定しました。 
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戸田市スポーツ推進条例 

令和 ６年 ３月２９日条例第 ４号 

 

スポーツは、心身の健康を促し、世代を超えて人生をより豊かにするとともに地域

社会の活力の醸成、国際交流の発展、産業の広がりと経済の活性化や医療費・社会保

障費の抑制など、幅広い分野への効果が期待されるものである。 

また、スポーツ基本法において、スポーツは、「世界共通の人類の文化」として位

置付けられ、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利

であり、全ての国民がその自発性の下に、各々の関心、適性等に応じて、安全かつ公

正な環境の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支え

る活動に参画することのできる機会が確保されなければならない。」とのスポーツに

関わる権利を保障する考えが示されている。 

本市においては、地域資源であるボートコースを活用し、ローイングをはじめとし

た水辺のスポーツを推進するとともに、次代を担う子どもの心身の健全な発達及び体

力の向上を図るためのスポーツの充実、障害のある人や高齢者がスポーツに積極的に

参加できる機会の提供などにより、全ての市民がスポーツに参画できる社会の実現に

努める必要がある。 

さらに、本市に関わるスポーツ選手等の活動を応援する社会的気運を高めるなど、

スポーツを通じた世代間及び地域間の交流の基盤を形成することで、生涯にわたりス

ポーツに親しむ機会、生き生きと楽しい生活を送ることができる環境の整備を進める

ことが重要である。 

スポーツの持つ力を最大限活用し、全ての市民が生涯にわたって、自らの体力、年

齢、技術、目的等に応じてスポーツに親しむことができるよう、スポーツの推進に関

する施策を実施するため、この条例を制定する。 

（目的） 

第１条 この条例は、スポーツの推進に関する基本理念を定め、市の責務並びに市民

等、スポーツ関連団体及び事業者の役割を明らかにするとともに、スポーツの推進

に関する施策の基本事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に実施

し、もって市民の心身の健全な発達と活力ある地域社会の実現に寄与することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 
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(1) スポーツ 日常生活における軽い運動や楽しみながら体を動かすこと、運動

競技（オリンピック・パラリンピック競技を含む。）その他の身体活動（レクリ

エーションとして行われる身体活動を含む。）をいう。 

(2) 市民 市内に居住し、在勤し、又は在学する者をいう。 

(3) 市民等 市民並びに次条に規定する基本理念に基づくスポーツの推進に賛同

し、及び協力する個人をいう。 

(4) スポーツ関連団体 市内においてスポーツに関係する活動を行う団体をいう。 

(5) 事業者 市内において事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。 

（基本理念） 

第３条 スポーツの推進は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

(1) 全ての市民が生涯にわたって、自らの体力、年齢、技術、目的等に応じてス

ポーツに親しむことができること。 

(2) スポーツを通じて世代間及び地域間の交流の基盤が形成され、更にその交流

が促進され、スポーツに関する能力の水準の向上が図られること。 

(3) 本市に関わるスポーツ選手及びスポーツチームの活動を応援する社会的気運

を高め、地域の一体感の醸成及び活力の向上が図られること。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に規定する基本理念にのっとり、スポーツの推進に関する施策を

総合的かつ計画的に実施するものとする。 

２ 市は、全ての市民がスポーツに気軽に親しめる環境をつくり、地域の活力の向上

や市民の健康及び体力の保持増進につなげていけるよう、スポーツ関連団体、町

会・自治会等と連携するものとする。 

３ 市は、スポーツ関連団体が主体的にスポーツ推進事業を行えるよう、環境整備や

助言、情報の提供その他必要な支援を積極的に行うものとする。 

（市民等の役割） 

第５条 市民等は、スポーツを行う主体であることを自覚し、自主的な活動を通じて

培われる活力及び創意を活かし、地域のスポーツ振興及び発展に努めるものとする。 

（スポーツ関連団体の役割） 

第６条 スポーツ関連団体は、市民がスポーツに親しむ機会の提供、スポーツの普及

及びスポーツに関する能力の水準の向上のための活動等、スポーツに関係する主体

的な活動を通じて、スポーツの推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第７条 事業者は、自らが地域社会の一員であることを認識し、スポーツを行いやす

い環境の整備に取り組むとともに、スポーツの推進に関する施策に協力するよう努

めるものとする。 

（生涯スポーツの推進） 



65 
 

第８条 市は、全ての市民が生涯スポーツに親しみ、健康な心と体をつくり、明るく

豊かな生活を送り、友情と交流の輪を広げることができるよう、機会の提供、環境

の整備、生涯スポーツの推進を図るために必要な市民等、スポーツ関連団体及び事

業者との連携その他必要な施策を講ずるものとする。 

（子どもの体力向上及びスポーツの充実） 

第９条 市は、次代を担う子どもの心身の健全な発達及び体力の向上を図るため、市

民等、スポーツ関連団体及び事業者との連携その他必要な施策を講ずるものとする。 

（障害のある人のスポーツの推進） 

第１０条 市は、市民等、スポーツ関連団体及び事業者と協力し、障害のある人が積

極的にスポーツに参加することができるよう、その障害の種類及び程度に応じたス

ポーツへの参加の機会の提供、障害のある人のスポーツに携わる人材の確保及び養

成その他必要な施策を講ずるものとする。 

（高齢者のスポーツの推進） 

第１１条 市は、市民等、スポーツ関連団体及び事業者と協力し、高齢者が積極的に

スポーツに参加することができるよう、スポーツへの参加の機会の提供、高齢者の

スポーツに携わる人材の確保及び養成その他必要な施策を講ずるものとする。 

（指導者の養成） 

第１２条 市は、地域におけるスポーツの指導の充実、スポーツ選手の育成及びスポー

ツ事故の防止を図るため、スポーツ関連団体と連携し、指導者の養成及びその資質

を向上させる講習会等の開催その他必要な施策を講ずるものとする。 

（スポーツ施設の整備及び活用） 

第１３条 市は、市民がスポーツに親しむことができる場の充実を図るため、市が設

置するスポーツ施設の強化（バリアフリー化を含む。）その他の必要な環境の整備

を行うものとする。 

２ 市は、この条例の目的を達成するため、地域資源であるボートコース等を活用す

るものとする。 

３ 市は、その設置する学校の教育に支障のない範囲で、当該学校のスポーツ施設を

市民及びスポーツ関連団体によるスポーツの利用に供するよう努めるものとする。 

（財政上の措置） 

第１４条 市は、スポーツの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置

を講ずるよう努めるものとする。 

（施策の検証及び評価） 

第１５条 市は、市が実施するスポーツの推進に関する施策の効果検証及び評価を行

うものとする。 

（委任） 
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第１６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に

定める。 

附 則 

この条例は、令和６年４月１日から施行する。 
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戸田市スポーツ推進審議会条例 

平成１６年 ３月２９日条例第 ３号 

改正 平成１９年１２月１７日条例第２８号 

平成２３年１２月２６日条例第２２号 

令和 3 年 ３月３１日条例第 3 号 

（設置） 

第１条 スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号。以下「法」という。）第３１条

に基づき、戸田市スポーツ推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２条 審議会は、法第３５条に規定するもののほか、市長の諮問に応じて、スポー

ツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して

市長に建議する。 

(1) 法第１０条第１項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。 

(2) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。 

(3) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。 

(4) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。 

(5) スポーツ関係団体の育成に関すること。 

(6) スポーツの技術水準の向上に関すること。 

(7) スポーツによる事故の防止に関すること。 

(8) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。 

（組織） 

第３条 審議会は、委員１２人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 関係行政機関の職員 

(3) スポーツ団体の代表者 

(4) 公募に応じた市民 

(5) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 委員に欠員が生じたときは、補欠委員を任命する。ただし、補欠委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 
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３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第 6 条 会議は、会長が招集し、その議長となる。 

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決定し、可否同数のときは、議長が決

定する。 

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、

意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。 

（書面等による審議） 

第 6 条の 2 前条第 1 項の規定にかかわらず、会長は、やむを得ない理由により会

議を招集することができない場合において、必要があると認めたときは、書面その

他の方法により審議を行うことができる。 

2 前項の審議を行う場合は、前条第 2 項中「出席」とあるのは「参加」と、同条第

3 項中「出席委員」とあるのは「書面その他の方法による審議に参加した委員」

と、同条第 4 項中「会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、」とあるの

は「書面その他の方法により意見若しくは説明」と読み替えるものとする。 

（庶務） 

第７条 審議会の庶務は、市民生活部文化スポーツ課において処理する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか審議会に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、平成 16 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（平成 19 年条例第 28 号）抄 

この条例は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（平成 23 年条例第 22 号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

【中略】 

附 則（令和 3 年条例第 3 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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戸田市スポーツ推進審議会 名簿 

 

  役職 氏  名 推薦母体 

1 会長 萩原 哲夫  戸田市スポーツ協会 

2 副会長 松橋 崇史  拓殖大学教授（学識経験者） 

3   向井 由記子  戸田市レクリエーション協会 

4   平野 秀明  戸田市スポーツ推進委員連絡協議会 

5   須田 真司  戸田市スポーツ少年団 

6   石川 美幸  戸田市青少年団体連絡協議会 

7   渡部 淳子  戸田市中学校体育連盟 

8   板橋 哲  戸田市社会教育委員 

9   熊坂 梢  戸田市地域自立支援協議会 

10   浜田 美咲  市民公募委員 

11   芳賀 義信  市民公募委員 

12   秋元 幸子  戸田市市民生活部長 
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第３期戸田市スポーツ推進計画策定委員会要綱 

令和 ７年 ７月 ４日市長決裁 

（設置） 

第１条 第３期戸田市スポーツ推進計画（以下「計画」という。）の策定について必

要な事項を協議し、計画の原案を作成するため、第３期戸田市スポーツ推進計画策

定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（所掌事項） 

第２条 委員会は、計画の策定に関する事項を所掌する。 

（組織） 

第３条 委員会は、市民生活部次長及び別表の委員をもって組織する。 

（委員長及び副委員長） 

第４条 委員会に委員長及び副委員長を置く。 

２ 委員長は市民生活部次長（文化スポーツ課担当）をもって充て、副委員長は委員

の互選によるものとする。 

３ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第５条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、その議長となる。 

２ 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長が決

するものとする。 

４ 委員が会議に出席できないときは、当該委員の指名する職員（同じ所属の職員と

する。）が代理として出席できるものとする。 

５ 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に対し会議への出席を求

め、意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第６条 委員会の庶務は、市民生活部文化スポーツ課において処理する。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年７月４日から施行する。 

（この要綱の失効） 

２ この要綱は、計画の策定が終了した日限り、その効力を失う。 
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戸田市スポーツ推進計画策定委員会 名簿 

 

  役職 所属 職名 氏  名 

1 委員長 市民生活部 次長 野崎 実治 

2 副委員長 企画財政部共創企画課 課長 渡辺 大助 

3   市民生活部協働推進課 課長 小林 善弘 

4   環境経済部みどり公園課 課長 岡安 敦志 

5   健康福祉部障害福祉課 課長 長友 弘毅 

6   健康福祉部健康長寿課 課長 林 英一 

7   健康福祉部福祉保健センター 
担当課長 

（保健政策・感染症対策担当） 
高屋 勝利 

8   こども健やか部児童青少年課 課長 渡邉 雅之 

9   教育委員会事務局教育政策室 
担当課長 

（指導担当） 
水沼 美和 

10   市民生活部文化スポーツ課 課長 金澤 哲 
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スポーツ基本法 

スポーツ基本法では、「スポーツは世界共通の人類の文化である」と明記したうえ

で、スポーツの多面的な役割として、青少年の健全育成、地域社会の再生、社会・経

済の活力創造などを挙げています。 

 

平成二十三年 六月二十四日 

法律第七十八号 

百七十七回通常国会 

菅内閣 

改正 平成二十四年 八月二十二日法律第六十七号 

同二十六年 六月二十 日同 第七十六号 

同二十八年 五月二十 日同 第四十七号 

同三十 年 六月二十 日同 第五十六号 

同三十 年 六月二十 日同 第五十七号 

令和  七年 六月二十 日同 第七十一号 

 

スポーツ基本法をここに公布する。 

スポーツ基本法 

スポーツ振興法（昭和三十六年法律第百四十一号）の全部を改正する。 

目次 

前文 

第一章 総則（第一条―第八条） 

第二章 スポーツ基本計画等（第九条・第十条） 

第三章 基本的施策 

第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等（第十一条―第二十条） 

第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備（第二十一条―第二十

四条の二） 

第三節 競技水準の向上等（第二十五条―第二十八条） 

第四節 スポーツの公正及び公平の確保等（第二十九条―第二十九条の五） 

第四章 スポーツの推進に係る体制の整備（第三十条―第三十二条） 

第五章 国の補助等（第三十三条―第三十六条） 

附則 

スポーツは、世界共通の人類の文化である。 

スポーツは、心身の健全な発達、健康及び体力の保持増進、精神的な充足感の獲

得、自律心その他の精神の涵（かん）養等のために個人又は集団で行われる運動競技
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その他の身体活動であり、今日、国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活

を営む上で不可欠のものとなっている。スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むこ

とは、全ての人々の権利であり、全ての国民がその自発性の下に、人種、性別、年

齢、障害の有無等にかかわらず、各々の関心、適性等に応じて、安全かつ公正な環境

の下で日常的にスポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に

参画することのできる機会、スポーツに関し集う機会、スポーツを通じてつながる機

会等が確保されることにより、多様な国民一人一人が生きがいを持ち幸福を享受でき

るようにするとともに、豊かさを実感できる社会の実現が図られなければならない。 

スポーツは、次代を担う青少年の体力を向上させるとともに、他者を尊重しこれと

協同する精神、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培い、実践的な思考力や判断力を

育む等人格の形成に大きな影響を及ぼすものである。 

また、スポーツは、人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し、地域の一体

感や活力を醸成するものであり、人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生

に寄与するものである。さらに、スポーツは、心身の健康の保持増進にも重要な役割

を果たすものであり、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に不可欠である。 

スポーツ選手の不断の努力は、人間の可能性の極限を追求する有意義な営みであ

り、こうした努力に基づく国際競技大会における日本人選手の活躍は、国民に誇りと

喜び、夢と感動を与え、国民のスポーツへの関心を高めるものである。また、スポー

ツと文化芸術との連携が、人々に感動と希望をもたらし、人々の創造性を育み、人々

が共に生きる絆（きずな）の形成に広く寄与するなど、スポーツと他の分野との連携

は、多様な国民一人一人の幸福の享受及び豊かさを実感できる社会の実現により一層

つながるものである。これらを通じて、スポーツは、我が国社会に活力を生み出し、

国民経済の発展に広く寄与するものである。さらに、スポーツの国際的な交流や貢献

が、国際相互理解を促進し、国際平和に大きく貢献するなど、スポーツは、我が国の

国際的地位の向上にも極めて重要な役割を果たすものである。 

そして、地域におけるスポーツを推進する中から優れたスポーツ選手が育まれ、そ

のスポーツ選手が地域におけるスポーツの推進に寄与することは、スポーツに係る多

様な主体の連携と協働による我が国のスポーツの発展を支える好循環をもたらすもの

である。 

このような国民生活における多面にわたるスポーツの果たす役割は、多様な国民一

人一人が、スポーツに親しみ、スポーツを楽しみ、又はスポーツを支える活動に参画

すること、スポーツに関し集うこと、スポーツを通じてつながること等によって果た

されるものであり、その重要性に鑑み、スポーツ立国を実現することは、将来におけ

る我が国の発展のために不可欠な重要課題である。 

ここに、スポーツ立国の実現を目指し、国家戦略として、スポーツに関する施策を

総合的かつ計画的に推進するため、この法律を制定する。 
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第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、スポーツに関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体

の責務並びにスポーツ団体の努力等を明らかにするとともに、スポーツに関する施

策の基本となる事項を定めることにより、スポーツに関する施策を総合的かつ計画

的に推進し、もって国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力

ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 スポーツは、これを通じて幸福で豊かな生活を営むことが人々の権利である

ことに鑑み、人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず、国民が生涯にわたり

あらゆる機会とあらゆる場所において、自主的かつ自律的にその適性及び健康状態

に応じて行うことができるようにすることにより、多様な国民一人一人が生きがい

を持ち幸福を享受できるようにするとともに、豊かさを実感できる社会を実現する

ことを旨として、推進されなければならない。 

2 スポーツは、とりわけ心身の成長の過程にある青少年のスポーツが、体力を向上

させ、公正さと規律を尊ぶ態度や克己心を培う等人格の形成に大きな影響を及ぼす

ものであり、国民の生涯にわたる健全な心と身体を培い、豊かな人間性を育む基礎

となるものであるとの認識の下に、学校、スポーツ団体（スポーツの振興のための

事業を行うことを主たる目的とする団体をいう。以下同じ。）、家庭及び地域にお

ける活動の相互の連携を図りながら推進されなければならない。 

3 スポーツは、人々がその居住する地域において、主体的に協働することにより身

近に親しむことができるようにするとともに、これを通じて、当該地域における全

ての世代の人々の交流が促進され、かつ、地域間の交流の基盤が形成されるものと

なること等により、地域振興に資するよう推進されなければならない。 

4 スポーツは、スポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保が図られ

るとともに、これを通じて、健康で活力に満ちた長寿社会の実現に資するよう推進

されなければならない。 

5 スポーツは、障害者をはじめとする全ての国民が自主的かつ積極的にスポーツを

行うことができるよう、障害の種類及び程度その他の事由に応じ必要な配慮をしつ

つ、共生社会の実現に資することを旨として、推進されなければならない。 

6 スポーツは、我が国のスポーツ選手が国際競技大会（オリンピック競技大会、パ

ラリンピック競技大会、デフリンピック競技大会、スペシャルオリンピックス世界

大会その他の国際的な規模のスポーツの競技会をいう。以下同じ。）又は全国的な

規模のスポーツの競技会において優秀な成績を収めることができるよう、スポーツ

に関する競技水準（以下「競技水準」という。）の向上に資する諸施策相互の有機

的な連携を図りつつ、効果的に推進されなければならない。 
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7 スポーツは、スポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進することにより、国際

相互理解の増進及び国際平和に寄与するものとなるよう推進されなければならない。 

8 スポーツは、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）、男女共同参画社会

基本法（平成十一年法律第七十八号）、性的指向及びジェンダーアイデンティティ

の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律（令和五年法律第六十八号）その

他の関係法律の規定を踏まえ、スポーツを行う者に対し、不当に差別的取扱いをせ

ず、また、スポーツに関するあらゆる活動を公正かつ適切に実施することを旨とし

て、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約その他関係法律の規定を

踏まえ、ドーピングの防止の重要性に対する国民の認識を深めるなど、スポーツに

対する国民の幅広い理解及び支援が得られるよう推進されなければならない。 

（国の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、スポーツ

に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（地方公共団体の責務） 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、スポーツに関する施策に関し、国と

の連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、

及び実施する責務を有する。 

（スポーツ団体の努力） 

第五条 スポーツ団体は、スポーツの普及及び競技水準の向上に果たすべき重要な役

割に鑑み、基本理念にのっとり、スポーツを行う者の権利利益の保護、心身の健康

の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツの推進に主体的に取り組むよう

努めるものとする。 

2 スポーツ団体は、自主的かつ自立的にスポーツの振興のための事業を行うことが

できるよう、その運営基盤を強化し、健全な運営の確保を図るよう努めるものとす

る。 

（国民の参加及び支援の促進） 

第六条 国、地方公共団体及びスポーツ団体は、国民が健やかで明るく豊かな生活を

享受することができるよう、スポーツに対する国民の関心と理解を深め、スポーツ

への国民の参加及び支援を促進するよう努めなければならない。 

（関係者相互の連携及び協働） 

第七条 国、独立行政法人、地方公共団体、学校、スポーツ団体及びスポーツ、文化

芸術その他の分野の民間事業者その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、相

互に連携を図りながら協働するよう努めなければならない。 

（法制上の措置等） 

第八条 政府は、スポーツに関する施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税

制上の措置その他の措置を講じなければならない。 
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第二章 スポーツ基本計画等 

（スポーツ基本計画） 

第九条 文部科学大臣は、スポーツに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた

め、スポーツの推進に関する基本的な計画（以下「スポーツ基本計画」という。）

を定めなければならない。 

2 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八

条に規定する機関をいう。以下同じ。）で政令で定めるものの意見を聴かなければ

ならない。 

3 文部科学大臣は、スポーツ基本計画を定め、又はこれを変更しようとするとき

は、あらかじめ、関係行政機関の施策に係る事項について、第三十条に規定するス

ポーツ推進会議において連絡調整を図るものとする。 

（地方スポーツ推進計画） 

第十条 都道府県及び市（特別区を含む。以下同じ。）町村の教育委員会（地方教育

行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第百六十二号）第二十三条第

一項の条例の定めるところによりその長がスポーツに関する事務（学校における体

育に関する事務を除く。）を管理し、及び執行することとされた地方公共団体（以

下「特定地方公共団体」という。）にあっては、その長）は、単独で又は共同し

て、スポーツ基本計画を参酌して、その地方の実情に即したスポーツの推進に関す

る計画（以下「地方スポーツ推進計画」という。）を定めるよう努めるものとする。 

2 地方スポーツ推進計画は、スポーツに関連する他の計画と一体のものとして定め

ることができる。 

3 特定地方公共団体の長が地方スポーツ推進計画を定め、又はこれを変更しようと

するときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

第三章 基本的施策 

第一節 スポーツの推進のための基礎的条件の整備等 

（指導者等の養成等） 

第十一条 国及び地方公共団体は、スポーツの指導者その他スポーツの推進に寄与す

る人材（以下「指導者等」という。）の養成及び資質の向上並びにその活用のた

め、系統的な養成システムの開発又は利用への支援、研究集会又は講習会（以下

「研究集会等」という。）の開催その他の必要な施策を講ずるよう努めなければな

らない。 

（スポーツ施設の整備等） 

第十二条 国及び地方公共団体は、国民が身近にスポーツに親しむことができるよう

にするとともに、競技水準の向上を図ることができるよう、スポーツ施設（スポー
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ツの設備を含む。以下同じ。）の整備、利用者の需要に応じたスポーツ施設の運用

の改善、スポーツ施設への指導者等の配置その他の必要な施策を講ずるよう努めな

ければならない。 

2 前項の規定によりスポーツ施設を整備するに当たっては、当該スポーツ施設の利

用の実態等に応じて、安全の確保を図るとともに、障害者等の利便性の向上を図る

よう努めるものとする。 

3 国及び地方公共団体は、スポーツ施設の整備及び活用に当たっては、スポーツ施

設、他の施設及び周辺地域の総合的かつ複合的な整備並びにスポーツ産業の事業者

その他の関係者との連携により、まちづくりとの一体的な推進を図り、地域経済の

活性化及び地域内外の交流の促進等を通じて、活力ある地域社会の形成に資するよ

う努めるものとする。 

（学校施設の利用） 

第十三条 学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第二条第二項に規定する国立

学校及び公立学校並びに国（国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条

第一項に規定する国立大学法人を含む。）及び地方公共団体（地方独立行政法人法

（平成十五年法律第百十八号）第六十八条第一項に規定する公立大学法人を含

む。）が設置する幼保連携型認定こども園（就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第二条第七項に

規定する幼保連携型認定こども園をいう。）の設置者は、その設置する学校の教育

に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供す

るよう努めなければならない。 

2 国及び地方公共団体は、前項の利用を容易にさせるため、又はその利用上の利便

性の向上を図るため、当該学校のスポーツ施設の改修、照明施設の設置その他の必

要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（スポーツ事故の防止等） 

第十四条 国及び地方公共団体は、スポーツ事故その他スポーツによって生じる外

傷、障害等の防止及びこれらの軽減に資するため、指導者等の研修、スポーツ施設

の整備、スポーツの実施のための環境の整備、スポーツにおける心身の健康の保持

増進及び安全の確保に関する知識（スポーツ用具の適切な使用に係る知識を含

む。）の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

2 国及び地方公共団体は、前項の措置を講ずるに当たっては、気候の変動への対応

に特に留意しなければならない。 

第十五条 削除 

（スポーツに関する科学的研究の推進等） 

第十六条 国は、医学、歯学、薬学、生理学、栄養学、法学、経済学、社会学、心理

学、倫理学、教育学等のスポーツに関する諸科学を総合して実際的及び基礎的な研
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究を推進し、これらの研究の成果を活用してスポーツに関する施策の効果的な推進

を図るものとする。この場合において、研究体制の整備、国、独立行政法人、大

学、スポーツ団体、民間事業者等の間の連携の強化その他の必要な施策を講ずるも

のとする。 

2 国は、我が国のスポーツの推進を図るため、スポーツの実施状況並びに競技水準

の向上を図るための調査研究の成果及び取組の状況に関する情報その他のスポーツ

に関する国の内外の情報の収集、整理及び活用について必要な施策を講ずるものと

する。 

（スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用） 

第十六条の二 国は、スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための環境の

整備、当該情報通信技術の活用を支援する人材の確保及び当該情報通信技術の活用

に関する調査研究の推進に必要な施策を講ずるものとする。 

2 地方公共団体は、前項の国の施策を勘案し、その地方公共団体の地域の状況に応

じたスポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用のための施策の推進を図るよう

努めるものとする。 

3 スポーツ団体は、スポーツの振興のための事業の状況に応じ、その事業活動に寄

与する情報通信技術の活用に努めるものとする。 

（発達段階に応じて継続的に多様なスポーツに親しむ機会の確保） 

第十六条の三 国、地方公共団体及びスポーツ団体は、幼児、児童、生徒、学生等の

スポーツを取り巻く環境等を踏まえ、相互に連携を図りながら、これらの者がその

発達段階に応じて学校の内外を問わず継続的に多様なスポーツに親しむ機会を確保

するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（学校における体育の充実） 

第十七条 国及び地方公共団体は、学校における体育が青少年の心身の健全な発達に

資するものであり、かつ、スポーツに関する技能及び生涯にわたってスポーツに親

しむ態度を養う上で重要な役割を果たすものであることに鑑み、体育に関する指導

の充実、体育館、運動場、水泳プール、武道場その他のスポーツ施設の整備、体育

に関する教員の資質の向上、地域におけるスポーツの指導者等の活用その他の必要

な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（中学校の生徒が継続的にスポーツに親しむ機会の確保） 

第十七条の二 地方公共団体は、中学校（義務教育学校の後期課程、中等教育学校の

前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この項において同じ。）の生徒の

数の減少及びこれに伴う中学校の部活動の実施に係る状況を踏まえ、中学校の生徒

が継続的に多様なスポーツに親しむことができるよう、地域の実情に応じて、学

校、住民が主体的に運営するスポーツ団体（第二十一条及び第二十二条第一項にお

いて「地域スポーツクラブ」という。）その他の団体との緊密な連携の下に、中学
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校の生徒が地域においてスポーツに親しむ機会を確保するために必要な施策を講ず

るよう努めなければならない。 

2 国は、地方公共団体に対し、前項の施策の円滑な実施のために必要な助言、指

導、経費の補助その他の援助を行うよう努めるものとする。 

（高等学校の生徒のスポーツの推進） 

第十七条の三 国、地方公共団体及びスポーツ団体は、高等学校（中等教育学校の後

期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下この条において同じ。）の生徒のス

ポーツが人格の形成及びスポーツの普及のみならず、競技水準の向上の基盤の強化

等においても重要な役割を果たすことに鑑み、相互に連携を図りながら、高等学校

の生徒のスポーツの推進に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

（大学におけるスポーツの推進等） 

第十七条の四 国は、大学におけるスポーツがスポーツの普及、競技水準の向上、ス

ポーツへの国民の参加の促進及び地域振興を図る上で重要な役割を果たすものであ

ることに鑑み、大学におけるスポーツの推進及びスポーツに関する教育研究の推進

に必要な施策を講ずるものとする。 

（スポーツ産業の事業者との連携等） 

第十八条 国は、スポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促進

及び地域振興を図る上でスポーツ産業の事業者が果たす役割の重要性に鑑み、スポー

ツを通じた活力に満ちた国民経済及び地域経済の発展並びにスポーツの更なる振興

に資するよう、スポーツ団体とスポーツ産業の事業者との連携及び協力の促進その

他の必要な施策を講ずるものとする。 

（スポーツに係る国際的な交流及び貢献の推進） 

第十九条 国及び地方公共団体は、スポーツ選手及び指導者等の派遣及び招へい、ス

ポーツに関する国際団体への人材の派遣、国際競技大会及び国際的な規模のスポー

ツの研究集会等の開催その他のスポーツに係る国際的な交流及び貢献を推進するた

めに必要な施策を講ずることにより、我が国の競技水準の向上を図るよう努めると

ともに、環境の保全に留意しつつ、国際相互理解の増進及び国際平和に寄与するよ

う努めなければならない。 

（顕彰） 

第二十条 国及び地方公共団体は、スポーツの競技会において優秀な成績を収めた者

及びスポーツの発展に寄与した者の顕彰に努めなければならない。 

第二節 多様なスポーツの機会の確保のための環境の整備 

（地域におけるスポーツの振興のための事業への支援等） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、国民がその興味又は関心に応じて身近にスポー

ツに親しむことができるよう、地域スポーツクラブが行う地域におけるスポーツの

振興のための事業への支援、住民が安全かつ効果的にスポーツを行うための指導者



80 
 

等の配置、住民が快適にスポーツを行い相互に交流を深めることができるスポーツ

施設の整備その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確保） 

第二十一条の二 国及び地方公共団体は、多様な需要に応じてスポーツを楽しむ機会

等を確保するとともに、これを通じて、スポーツ産業の事業者その他の事業者の事

業機会の増大及び地域経済の活性化を図るため、スポーツを楽しむ機会等に関連す

る良質かつ付加価値の高いサービスの提供に必要な環境の整備その他の必要な施策

を講ずるよう努めなければならない。 

（スポーツ行事の実施及び奨励） 

第二十二条 地方公共団体は、広く住民が自主的かつ積極的に参加できるような運動

会、競技会、体力テスト、スポーツ教室等のスポーツ行事を実施するよう努めると

ともに、地域スポーツクラブその他の者がこれらの行事を実施するよう奨励に努め

なければならない。 

2 国は、地方公共団体に対し、前項の行事の実施に関し必要な援助を行うものとする。 

（スポーツの日の行事） 

第二十三条 国及び地方公共団体は、国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第

百七十八号）第二条に規定するスポーツの日において、国民の間に広くスポーツに

ついての関心と理解を深め、かつ、積極的にスポーツを行う意欲を高揚するような

行事を実施するよう努めるとともに、広く国民があらゆる地域でそれぞれその生活

の実情に即してスポーツを行うことができるような行事が実施されるよう、必要な

施策を講じ、及び援助を行うよう努めなければならない。 

（野外活動及びスポーツ・レクリエーション活動の普及奨励） 

第二十四条 国及び地方公共団体は、心身の健全な発達、生きがいのある豊かな生活

の実現等のために行われるハイキング、サイクリング、キャンプ活動その他の野外

活動及びスポーツとして行われるレクリエーション活動（以下この条において「ス

ポーツ・レクリエーション活動」という。）を普及奨励するため、野外活動又はス

ポーツ・レクリエーション活動に係るスポーツ施設の整備、住民の交流の場となる

行事の実施その他の必要な施策を講ずるよう努めなければならない。 

（情報通信技術を活用したスポーツの機会の充実） 

第二十四条の二 国及び地方公共団体は、スポーツ団体と連携して、情報通信技術を

活用したスポーツの機会の充実が図られるよう努めなければならない。 

2 スポーツ団体は、前項の連携に当たっては、特に、スポーツを行う者の心身の健

康の保持増進及び安全の確保に配慮しつつ、スポーツに関するあらゆる活動を公正

かつ適切に実施することを旨として、当該連携を行うよう努めなければならない。 

第三節 競技水準の向上等 

（優秀なスポーツ選手の育成等） 
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第二十五条 国は、優秀なスポーツ選手を確保し、及び育成するため、スポーツ団体

が行う合宿、国際競技大会又は全国的な規模のスポーツの競技会へのスポーツ選手

及び指導者等の派遣、優れた資質を有する青少年に対する指導その他の活動への支

援、スポーツ選手の競技技術の向上及びその効果の十分な発揮を図る上で必要な環

境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。 

2 国は、優秀なスポーツ選手及び指導者等が、生涯にわたりその有する能力を幅広

く社会に生かすことができるよう、社会の各分野で活躍できる知識及び技能の習得

に対する支援並びに活躍できる環境の整備の促進その他の必要な施策を講ずるもの

とする。 

（国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会） 

第二十六条 国民スポーツ大会は、公益財団法人日本スポーツ協会（昭和二年八月八

日に財団法人大日本体育協会という名称で設立された法人をいう。第三項及び第二

十九条の五第一項において同じ。）、国及び開催地の都道府県が共同し、各運動競

技に係るスポーツ団体と連携して開催するものとし、これらの開催者が定める方法

により選出された選手が参加して総合的に運動競技をするものとするとともに、広

く国民がスポーツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする。 

2 全国障害者スポーツ大会は、公益財団法人日本パラスポーツ協会（昭和四十年五

月二十四日に財団法人日本身体障害者スポーツ協会という名称で設立された法人を

いう。以下同じ。）、国及び開催地の都道府県が共同し、各運動競技に係るスポー

ツ団体と連携して開催するものとし、これらの開催者が定める方法により選出され

た選手が参加して総合的に運動競技をするものとするとともに、広く国民がスポー

ツに親しむ機会を提供することにより、地域振興に資するものとする。 

3 国は、国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の円滑な実施及び運営に資

するため、これらの開催者である公益財団法人日本スポーツ協会又は公益財団法人

日本パラスポーツ協会及び開催地の都道府県に対し、必要な援助を行うものとする。 

（国際競技大会の招致又は開催の支援等） 

第二十七条 国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が円滑になされるよ

う、環境の保全に留意しつつ、そのための社会的気運の醸成、当該招致又は開催に

必要な資金の確保、国際競技大会に参加する外国人の受入れ等に必要な特別の措置

を講ずるものとする。 

2 国は、国際競技大会の我が国への招致又はその開催が適正になされるよう、当該

国際競技大会の実施及び運営を行うことを目的とする法人の運営の透明性の確保及

び当該招致又は開催に係る人材の育成に必要な施策を講ずるものとする。 

3 国は、公益財団法人日本オリンピック委員会（平成元年八月七日に財団法人日本

オリンピック委員会という名称で設立された法人をいう。第二十九条の五第一項に

おいて同じ。）、公益財団法人日本パラスポーツ協会その他のスポーツ団体が行う
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国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関し必要な措置を講ずるに当たって

は、当該スポーツ団体との緊密な連絡を図るものとする。 

（企業等によるスポーツへの支援） 

第二十八条 国は、スポーツの普及、競技水準の向上、スポーツへの国民の参加の促

進及びスポーツを通じた地域振興を図る上で企業等が果たす役割の重要性に鑑み、

企業等によるスポーツへの支援に必要な施策を講ずるものとする。 

第四節 スポーツの公正及び公平の確保等 

（暴力等の防止） 

第二十九条 国及び地方公共団体は、スポーツを行う者に対する、暴力、優越的な関

係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの、性的な言動

（性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に

係る電磁的記録の消去等に関する法律（令和五年法律第六十七号）第二条から第六

条までの罪に当たる行為を含む。）、インターネット上の誹謗（ひぼう）中傷等

（次項において「暴力等」という。）によりスポーツを行う者の環境が害されるこ

とのないよう、必要な措置を講じなければならない。 

2 スポーツ団体は、その行う事業について、スポーツを行う者に対する暴力等によ

りスポーツを行う者の環境が害されることのないよう努めるものとする。 

（スポーツに係る競技の不正な操作等の防止） 

第二十九条の二 国は、スポーツ団体と連携して、スポーツに係る競技の不正な操作

その他これに関連する違法行為又は不正行為により、スポーツにおける公正な環境

が害されることのないよう、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（ドーピング防止活動の推進） 

第二十九条の三 国は、スポーツにおけるドーピングの防止に関する国際規約に従っ

てドーピングの防止活動を実施するため、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機

構（平成十三年九月十六日に財団法人日本アンチ・ドーピング機構という名称で設

立された法人をいう。）その他の関係機関と連携を図りつつ、ドーピングの検査、

ドーピングの防止に関する教育及び啓発並びに調査及び研究その他のドーピングの

防止活動の実施に係る体制の整備、国際的なドーピングの防止に関する機関等への

支援その他の必要な施策を講ずるものとする。 

（スポーツに関する紛争の迅速かつ適正な解決） 

第二十九条の四 国は、スポーツに関する紛争の仲裁又は調停の中立性及び公正性が

確保され、スポーツを行う者の権利利益の保護が図られるよう、スポーツに関する

紛争の仲裁又は調停を行う機関への支援、仲裁人等の資質の向上、紛争解決手続に

ついてのスポーツ団体の理解の増進その他のスポーツに関する紛争の迅速かつ適正

な解決に資するために必要な施策を講ずるものとする。 
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2 スポーツ団体は、スポーツに関する紛争について、迅速かつ適正な解決に努める

ものとする。 

（スポーツ団体の組織運営の状況についての報告等） 

第二十九条の五 国は、公益財団法人日本スポーツ協会、公益財団法人日本オリンピッ

ク委員会及び公益財団法人日本パラスポーツ協会に対し、それぞれに加盟する全国

的な規模のスポーツ団体の組織運営に関する指導等の状況について報告を求め、必

要に応じ、助言を行うものとする。 

2 スポーツ団体は、第九条第二項の政令で定める審議会等の意見を聴いてスポーツ

庁長官が定めるスポーツ団体の適正な運営に関する指針に基づき、その事業活動に

関し、自らが遵守すべき基準を作成し、当該指針に従って講じた措置の状況等を公

表すること等により、その運営の公正性及び透明性の確保を図るよう努めるものと

する。 

第四章 スポーツの推進に係る体制の整備 

（スポーツ推進会議） 

第三十条 政府は、スポーツに関する施策の総合的、一体的かつ効果的な推進を図る

ため、スポーツ推進会議を設け、文部科学省及び厚生労働省、経済産業省、国土交

通省その他の関係行政機関相互の連絡調整を行うものとする。 

（都道府県及び市町村のスポーツ推進審議会等） 

第三十一条 都道府県及び市町村に、地方スポーツ推進計画その他のスポーツの推進

に関する重要事項を調査審議させるため、条例で定めるところにより、審議会その

他の合議制の機関（以下「スポーツ推進審議会等」という。）を置くことができる。 

（スポーツ推進委員） 

第三十二条 市町村の教育委員会（特定地方公共団体にあっては、その長）は、当該

市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、

スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び次項に規定する職務を行うのに必要

な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。 

2 スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規

則（特定地方公共団体にあっては、地方公共団体の規則）の定めるところにより、

スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの

実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。 

3 スポーツ推進委員は、非常勤とする。 

第五章 国の補助等 

（国の補助） 

第三十三条 国は、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるとこ

ろにより、次に掲げる経費について、その一部を補助する。 
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一 国民スポーツ大会及び全国障害者スポーツ大会の実施及び運営に要する経費で

あって、これらの開催地の都道府県において要するもの 

二 その他スポーツの推進のために地方公共団体が行う事業に要する経費であって

特に必要と認められるもの 

2 国は、学校法人に対し、その設置する学校のスポーツ施設の整備に要する経費に

ついて、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。この場合にお

いては、私立学校振興助成法（昭和五十年法律第六十一号）第十一条から第十三条

までの規定の適用があるものとする。 

3 国は、スポーツ団体であってその行う事業が我が国のスポーツの振興に重要な意

義を有すると認められるものに対し、当該事業に関し必要な経費について、予算の

範囲内において、その一部を補助することができる。 

（地方公共団体の補助） 

第三十四条 地方公共団体は、スポーツ団体に対し、その行うスポーツの振興のため

の事業に関し必要な経費について、その一部を補助することができる。 

（審議会等への諮問等） 

第三十五条 国又は地方公共団体が第三十三条第三項又は前条の規定により社会教育

関係団体（社会教育法（昭和二十四年法律第二百七号）第十条に規定する社会教育

関係団体をいう。）であるスポーツ団体に対し補助金を交付しようとする場合に

は、あらかじめ、国にあっては文部科学大臣が第九条第二項の政令で定める審議会

等の、地方公共団体にあっては教育委員会（特定地方公共団体におけるスポーツに

関する事務（学校における体育に関する事務を除く。）に係る補助金の交付につい

ては、その長）がスポーツ推進審議会等その他の合議制の機関の意見を聴かなけれ

ばならない。この意見を聴いた場合においては、同法第十三条の規定による意見を

聴くことを要しない。 

（スポーツの振興のために必要な資金等） 

第三十六条 国は、スポーツの振興を通じてこれに関する知識、人材及び資金の好循

環を実現するよう努めなければならない。 

2 国は、スポーツを支える者の協力の下に、地方公共団体又はスポーツ団体が行う

スポーツの振興を目的とする事業に要する資金その他のスポーツの振興のために必

要な資金を得るための措置を講ずるものとする。 

3 前項の資金の支給を受ける地方公共団体又はスポーツ団体は、当該資金に係る事

業を通じて、社会の発展及び地域振興に貢献するよう努めるものとする。 

附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。 
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（平成二三年政令第二三一号で平成二三年八月二四日から施行） 

（スポーツに関する施策を総合的に推進するための行政組織の在り方の検討） 

第二条 政府は、スポーツに関する施策を総合的に推進するため、スポーツ庁及びス

ポーツに関する審議会等の設置等行政組織の在り方について、政府の行政改革の基

本方針との整合性に配慮して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずる

ものとする。 

（スポーツの振興に関する計画に関する経過措置） 

第三条 この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第四条の規定により策定さ

れている同条第一項に規定するスポーツの振興に関する基本的計画又は同条第三項

に規定するスポーツの振興に関する計画は、それぞれ改正後のスポーツ基本法第九

条又は第十条の規定により策定されたスポーツ基本計画又は地方スポーツ推進計画

とみなす。 

（スポーツ推進委員に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行の際現に改正前のスポーツ振興法第十九条第一項の規定によ

り委嘱されている体育指導委員は、改正後のスポーツ基本法第三十二条第一項の規

定により委嘱されたスポーツ推進委員とみなす。 

―――――――――― 

○子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律（平成二四法律六七）抄 

（政令への委任） 

第七十三条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置

は、政令で定める。 

附 則 （平成二四年八月二二日法律第六七号） 抄 

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に

掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

（施行の日＝平成二七年四月一日） 

一 第二十五条及び第七十三条の規定 公布の日 

―――――――――― 

附 則 （平成二六年六月二〇日法律第七六号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。 

附 則 （平成二八年五月二〇日法律第四七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。 

附 則 （平成三〇年六月二〇日法律第五六号） 抄 
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（施行期日） 

1 この法律は、平成三十五年一月一日から施行する。ただし、第二十六条第一項の

改正規定（「国民体育大会」を「国民スポーツ大会」に改める部分を除く。）、同

条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定（「国民体育大会」を「国民スポー

ツ大会」に改める部分を除く。）並びに第二十七条第二項の改正規定は、公布の日

から施行する。 

附 則 （平成三〇年六月二〇日法律第五七号） 抄 

（施行期日） 

1 この法律は、平成三十二年一月一日から施行する。 

附 則 （令和七年六月二〇日法律第七一号） 

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、第一条中スポーツ基本法第二十六条の見出しの改正規定、同

条第二項の改正規定（「全国障害者スポーツ大会」を「全国パラスポーツ大会」に改

める部分に限る。）及び同条第三項の改正規定（「全国障害者スポーツ大会」を「全

国パラスポーツ大会」に改める部分に限る。）並びに同法第三十三条第一項第一号の

改正規定は、令和十三年一月一日から施行する。 

（令和七年政令第三〇二号で令和七年九月一日から施行） 
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「スポーツ・レクリエーションに関する意識調査」調査項目について 
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